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虎

責

剣

考

|

|

漢

六

朝

の

恩

賜

・

殊

躍

と

故

事

|

|

班

石

井

仁

は

じ

め

に

第

一
節
虎
貫
班
剣
賜
輿
の
起
源

第
二
節

殊
躍
の
中
の
虎
賞
班
創

(
一
)
九
錫
中
の
虎
貫

(
二
)
「
霊
光
の
故
事
」
に
よ
る
葬
躍
と
虎
賞
班
剣

第
三
節
東
話
回

・
南
北
朝
に
お
け
る
虎
賞
班
剣
の
賜
奥

(
一
〉
虎
責
班
剣
六
十
人
と
甲
伎
百
人
入
殿
|

|
「
諸
葛
亮
の
故
事
」

(
二
)
「
王
弘
の
故
事
」
と
「
尉
元
の
故
事
L

(
三
)
虎
賞
班
剣
賜
輿
の
終
鷲

お

わ

り

に
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は

じ

め

六
朝
史
を
論
じ
る
際
の
キ
イ
ワ

l
ド
に
皇
帝
権
力
の
弱
憧
化
が
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
秦
漢
以
来
の
園
家
瞳
制
と
の
不
連
績
と
い
う
ジ
レ

ン
マ
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
前
後
の
秦
漢

・
惰
唐
南
一
一
帝
園
の
盤
石
な
瞳
制
に
比
べ
、
分
裂
朕
態
に
あ
っ
た
六
朝
の
諸
政
権
が
強
力



な
支
配
を
行
使
し
得
な
か
っ
た
の
は
紛
れ
も
な
い
事
買
で
あ
る
。
ま
た
、
貴
族
制
の
隆
盛
が
示
す
よ
う
に
、
基
層
祉
舎
に
襲
化
が
起
き
た
こ
と

も
、
ほ
ぼ
ま
ち
が
い
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
即
ち
に
園
家
瞳
制
の
襲
容
を
意
味
す
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
剣
断
を
下
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
近
年
の
躍

(
1〉

制
研
究
の
諸
成
果
が
示
す
よ
う
に
、
六
朝
の
皇
一一帝
権
力
は
決
し
て
特
異
な
形
態
を
と
る
も
の
で
は
な
く
、
秦
漢
か
ら
惰
唐
へ
と
至
る
、
耀
承
・

護
展
〈
衰
退
し
た
面
も
含
め
〉
の
軌
跡
の
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
六
朝
期
の
園
家
瞳
制
の
全
容
に
迫
る
に
は
、
劇
的
な
襲
化
の
事
象
、
な
い
し

特
異
性
を
論
じ
る
だ
け
で
な
く
、
秦
漢
の
何
を
残
し
、
そ
れ
を
惰
唐
に
如
何
に
俸
え
た
の
か
、
取
捨
選
揮
の
過
程
を
解
明
す
る
こ
と
が
重
要
な

課
題
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

躍
制
の
な
か
で
も
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
看
過
さ
れ
て
き
た
分
野
に
「
恩
賜
」
が
あ
る
。
有
形
・
無
形
を
問
わ
ず
、
天
子
か
ら
臣
民
に
賜
興

(

2

)

 

さ
れ
る
恩
典
を
さ
す
。
前
近
代
に
お
け
る
婚
輿
は
一
種
の
経
済
活
動
・
経
済
行
震
で
も
あ
り
、
と
く
に
贈
興
者
が
天
子
で
あ
れ
ば
、
園
家
財
政

〈

3
〉

の
問
題
と
も
リ
ン
ク
す
る
。
し
か
も
、
天
子
と
特
別
な
関
係
に
あ
る
臣
下
|
|
諸
侯
王
や
功
臣
・
擢
臣
に
射
す
る
恩
賜
に
は
、
あ
る
種
の
共
通

(

4

)

 

性
が
存
在
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
「
殊
櫨
」
と
稽
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
車
濁
で
も
用
い
ら
れ
る
が
、
複
数
が
同
時
、
か
つ
融
合

に

υnv 
守ム

的
に
現
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、

『
音
書
』
巻
六
十
五
・
王
導
俸
に
、

(
王
〉
敦
卒
ぐ
や
〔
西
暦
三
二
四
年
、
以
下
同
じ
〕
、
始
輿
郡
公
に
準
封
し
、
邑
は
三
千
戸
。
絹
九
千
匹
を
賜
る
。
太
保
に
準
位
し
、
司
徒
た

る
こ
と
故
の
如
し
。
創
履
上
殿
・
入
朝
不
趨
・
讃
奔
不
名
た
り
。
固
譲
す
。
(
明
〉
一
帝
崩
ず
る
や
〔
一
一
一
一
一
五
年
〕
、
導
復
た
庚
亮
等
と
同
に

遺
詔
を
受
け
、
共
に
幼
主
を
輔
く
。
是
れ
成
一
帝
た
り
。
羽
葎
鼓
吹
、
班
剣
二
十
人
を
加
え
ら
る
。
:
:
:
威
康
五
年
〔
三
三
九
年
〕
嘉
ず
e

一
に
漢
の
博

時
に
年
六
十
四
。
帝
京
を
朝
堂
に
奉
ぐ
る
こ
と
三
日
、
大
鴻
腫
を
遣
し
節
を
持
し
て
喪
事
を
監
護
せ
し
む
。
賠
坤
惜
の
躍
は
、

陸
侯
〔
リ
霊
光
]
及
び
安
卒
献
王
〔
リ
司
馬
字
〕
の
故
事
に
依
る
。
葬
る
に
及
び
、
九
激
組
鞍
草
・
責
屋
左
縁
、
前
後
羽
藻
鼓
吹
、
武
責
班

剣
百
人
を
給
す
。
中
興
の
名
臣
、
興
に
比
と
矯
す
も
の
莫
し
。
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と
あ
る
よ
う
に
、
東
音
の
丞
相
王
導
(
二
七
六
上
一
一
一
一
一
九
)
は
、

そ
の
生
涯
に
お
い
て
様
々
な
恩
賜
を
受
け
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

第
一
に

『
競
士
山
』
巻
一

・
武
一
帝
紀

・
建
安
十
七
年
つ
=
二
年
)
正
月
の
燦
に
、

天
子
公
〔
リ
首
操
〕
に
命
じ
て
賛
奔
不
名
・
入
朝
不
趨

・
剣
履
上
殿
せ
し
む
る
こ
と
、
粛
何
の
故
事
の
如
し
。

「
創
履
上
腫

・
入
朝
不
趨
・
讃
奔
不
名
」
と
は
、

と
あ
る
よ
う
に
、

高
租
の
第
一
の
功
臣
と
さ
れ
た
相
園
粛
何
(
?
|
前
一
九
一
ニ
〉
が
賜
っ
た
故
事
に
も
と
づ
く
(
『
漢
書
』
巻
五
十
三
・
本
俸
〉
。

天

子
に
拝
謁
す
る
際
、
臣
下
は
名
H
講
を
呼
ば
れ

る
。
剣
履
上
股
以
下
は
、

趨
H
小
走
り
で
進
み
、

(

5

)

 

か
か
る
臣
曜
の
克
除
を
一
示
す
。
賜
興
の
封
象
は
宰
相
に
限
ら
れ
、
女
の
「
霊
光
の
故
事
」
と
隻
壁
を
な
す
、
殊
躍
中

臣
某
と
稽
す
。

帯
剣
は
も
ち
ろ
ん
、

履
を
は
く
こ
と
も
禁
じ
ら
れ

の
殊
躍
で
あ
る
。

第
二
に
、

「
漢
の
博
陸
侯
及
び
安
卒
献
王
の
故
事
」
と
は
、
功
臣
に
劃
す
る
園
葬
の
躍
を
い
う
。
『
漢
書
』
巻
六
十
八

・
霊
光
俸
に
、

光
亮
ず
る
や
、
:
・
:
金
銭
、
縮
索
、
繍
被
百
領
、
衣
五
十
盤
、
壁
珠
磯
玉
衣
、
梓
宮

・
便
房

・
賞
賜
題
湊
各
々
一
具
、
縦
木
外
戚
穆
十
五

皆
な
乗
輿
の
制
度
の
如
し
。

車

・
北
軍
五
校
の
士
を
裂
し
軍
陳
し
て
茂
陵
に
至
り
、
以
て
其
の
葬
を
迭
ら
し
む
。

具
、
東
園
温
明
を
賜
る
こ
と
、

光
の
戸
枢
を
載
せ
る
に
韓
較
車
の
責
屋
左
藤
な
る
を
以
て
し
、
材
官

・
軽

-106ー

と
あ
る
よ
う
に
、
前
漢
の
大
司
馬
大
賂
軍
霊
光
(
?
|
前
六
八
〉
の
葬
儀
が
「
乗
輿
の
制
度
」

(
6〉

に
な
ら
っ
て
管
ま
れ
た
こ
と
に
因
む
。
周
知
の

(
7
)
 

よ
う
に
、
武
一
帝
死
後
、
昭
一
帝

・
昌
邑
王
・
宣
一
帝
三
代
に
仕
え
、
鹿
立
を
お
こ
な
う
な
ど
、
一
辱
楼
を
ふ
る
っ
た
輔
政
の
宰
相
で
あ
る
。

(
8〉

六
朝
時
代
の
恩
賜
に
漢
の
「
故
事
」
が
故
多
く
存
在
し
た
こ
と
、
の
み
な
ら
ず
、
被
賜
輿
者
の
政
治
的
地
位
と
連
動
し
つ
つ
、

一
定
の
盟
系

を
形
成
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、

王
導
の
葬
儀
に
は
「
武
貰
班
剣
」
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。
成
一
帝一
即
位
の
際
に
受
け
た

「
班
剣
」

は
そ
の
省
略
表
現
と
み
ら
れ

「
武
責
」
は
唐
高
租
の
祖
父
李
虎
の
語
を
避
け
た
表
記
で
あ
り
、

文
公
五
年
の
篠

・
集
解
に
、

買
遠
白
く
、
天
子
の
卒
を
虎
責
と
白
う
。

る
。
も
ち
ろ
ん
、

「虎
貰
」
が
正
し
い
。

『
史
記
』
巻
三
十
九

・
菅
世
家



と
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
天
子
の
兵
卒
一
般
を
指
す
呼
稽
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
の
「
班
創
」
は
、

『
宋
書
』
巻
十
八
・
躍
志
五
に

と
あ
る
よ
う
に
、
菅
以
降
、
宮
廷
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
木
剣
」
を
い
う
。

僚
に
引
く
『
耳
目
公
卿
瞳
秩
』
に
、

漢
の
制
、
天
子
よ
り
百
官
に
至
る
ま
で
、
細
川
万
せ
ざ
る
は
な
し
。
:
:
:
菅
代
よ
り
以
来
、
始
め
て
木
剣
を
以
て
刀
剣
に
代
う
。

『
太
卒
御
覧
』
巻
六
百
八
十
一
・
儀
式
部
ニ
・
班
剣
の

諸
公
及
び
開
府
し
て
位
公
に
従
う
者
に
は
、
虎
責
二
十
人
を
給
し
、
班
創
を
持
せ
し
む
。

と
あ
る
よ
う
に
、
虎
責
班
剣
は
「
班
剣
を
持
」
つ
虎
貴
の
意
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
言
い
か
え
れ
ば
、
虎
黄
の
六
朝
的
表
現
な
の
で
あ
る
。

る
嘗
然
、
恩
賜
の
虎
責
は
殊
瞳
に
あ
た
る
。
し
か
も
、
王
導
の
事
例
に
端
的
に
一
ホ
さ
れ
る
よ
う
に
、
政
治
の
重
要
な
局
面
に
お
い
て
願
在
化
す

「
班
剣
二
十
人
」
の
賜
興
は
明
一
帝
の
顧
命
を
受
け
て
輔
政
の
任
に
就
い
た
と
き
、
そ
し
て
「
虎
責
班
創
百
人
」
は
東
墨
田
王
朝
の
大
黒
柱
た

る
、
か
れ
自
身
の
死
に
劃
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

漢
六
朝
史
研
究
に
、
恩
賜
も
し
く
は
殊
瞳
と
い
う
分
析
硯
角
を
設
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
様
々
な
局
面
に
現
れ
た
虎
貰

は
恰
好
の
素
材
た
り
得
る
。
本
論
は
、
以
上
の
よ
う
な
親
酷
か
ら
、
恩
賜
と
し
て
の
虎
貰
に
着
目
し
、
そ
の
賓
態
・
襲
遷
を
探
ろ
う
と
す
る
も

勾，

a
A
U
 

の
で
あ
る
。

第
一
節

虎
責
班
剣
賜
興
の
起
源

あ
ら
た
め
て
、
虎
黄
の
意
味
と
由
来
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

『
績
漢
書
』
百
官
志
二
・
虎
責
中
郎
将
の
篠
・
劉
昭
注
に
引
く
察
質
『
漢
儀
』

虎
貰
奮
虎
奔
に
作
る
。
虎
の
奔
る
が
如
き
を
言
う
な
り
。
王
葬
古
の
勇
士
に
孟
貰
と
い
う
も
の
あ
る
を
以
て
の
故
に
名
づ
く
。

と
あ
る
よ
う
に
、
獲
物
に
襲
い
か
か
る
虎
の
よ
う
に
揮
猛
な
戦
士
を
一
意
味
す
る
「
虎
奔
」
を
、
俸
説
の
勇
者
孟
貰
に
因
み
、

た
と
い
う
遁
読
は
、
ほ
ぼ
安
賞
な
解
揮
で
あ
ろ
う
。

「
虎
貫
」
に
改
め

713 
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本
来
、
虎
黄
氏
は
侍
衡
と
騒
馳
|
|
武
力
を
も
っ
て
周
王
に
奉
仕
す
る
集
圏
(
『
周
雄
』
夏
官
・
虎
責
氏
)
と
さ
れ
、

『
向
書
』
牧
誓
・
序
に

武
王
戎
車
三
百
雨
・
虎
貫
三
百
人
も
て
、
受
と
牧
野
に
戦
う
。

と
あ
る
よ
う
に
、
牧
野
の
戦
い
に
も
従
軍
し
、
武
王
の
直
衡
を
つ
と
め
た
、
由
緒
正
し
き
親
衛
隊
だ
っ
た
。

「天
子
の
卒
」
と
稿
さ
れ
る
ゆ
え

ん
で
あ
る
。

臣
下
へ
の
虎
黄
の
賜
興
が
寅
際
に
記
録
に
登
場
す
る
の
は
、
後
漢
の
時
代
で
あ
る
。

『
後
漢
書
』

列
俸
三
十
二
・
光
武
十
王

・
中
山
王
劉
鷲

停
に
、永

卒
二
年
〔
五
八
年
〕
冬
、

事
皐
り
蕃
に
信
仰
す
る
や
、

鷲
に
詔
し
興
に
倶
に
就
園
せ
し
め
、
従
わ
し
む
る
に
虎
賞

諸
王
貯
薙
に
衆
舎
す
。

官
騎
を
以
て
せ
ん
と
す
。
鷲
上
疏
し
て
酔
譲
す
。
願
宗
報
い
て
日
く
、

「
・
:
今
五
圏
各
々
官
騎
百
人
あ
り
、
栴
捉
前
行
す
。
皆
な
北
軍

の
胡
騎
な
り
。
:
:
:
王
其
れ
僻
す
る
こ
と
勿
れ
」
と
。

と
あ
る
。
漢
の
正
規
軍
に
は
虎
貫
と
い
う
部
隊
が
あ
っ
た
。

(

9

)

 

る
。
し
か
し
、
中
山
王
が
賜
っ
た

「虎
貰
官
騎
」
を
虎
貰
郎
と
考
え
る
の
は
早
計
で
あ
る
。

は
、
す
で
に
「
官
騎
百
人
」
を
保
有
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
「
北
軍
胡
騎
」

|

|
五
校
尉
の
ひ
と
つ
長
水
校
尉
所
属
の
胡
騎
だ
と
明
言
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
向
上
列
俸
四
十

・
孝
明
八
王
・
梁
王
劉
暢
俸
に
、

九
卿
の
ひ
と
つ
光
帳
動
に
所
属
し

兵
士
は
虎
責
郎
と
い
う
官
位
を
授
け
ら
れ

(
叩
)

こ
の
と
き
入
朝
し
た
柿
王
劉
輔
な
ど
「
五
園
」

-108ー

永
元
五
年
〔
九
三
年
〕
、
議
州
刺
史
・
梁
(
園
〉
相
、
暢
の
不
道
を
奉
奏
す
。
:
:
:
暢
恵
催
し
、
上
疏
し
辞
謝
し
て
日
く
、

「:・・・・自
ら
謹

敷
な
る
奴
稗
二
百
人
を
選
捧
せ
り
。
其
の
蝕
の
受
け
し
所
の
虎
賞
官
騎
及
び
諸
々
の
工
技
・
鼓
吹

・
蒼
頭
・
奴
解

・
兵
湾

・
鹿
馬
は
皆
な

本
署
に
上
還
せ
ん
。
:
:
:
」
と
。

と
あ
り
、
向
上
列
停
四
十
五

・
章
一
帝
八
王

・
清
河
王
劉
慶
俸
に
、

(
永
元
十
五
年
)
章
陵
を
洞
る
に
従
う
。
詔
し
て
諸
王
に
羽
林
騎
各
々
四
十
人
を
侵
す
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
後
漢
諸
王
に
分
輿
さ
れ
た
虎
責
官
騎
は
、
五
校
壁
土
や
羽
林
郎
な
ど
(
も
ち
ろ
ん
虎
責
郎
も
含
ま
れ
よ
う
て
「
木
署
」
|
|



本
来
所
属
す
る
官
署
か
ら
涯
遣
さ
れ
た
禁
兵
だ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
虎
貫
官
騎
と
は
天
子
か
ら
賜
っ
た
騎
士
と
い
う
意
味
な

(

日

)

の
で
あ
る
。

ま
た
、

『
績
漢
書
』
百
官
士
山
一
・
将
軍
の
僚
に
、

長
史

・
司
馬
皆
な
一

人、

千
石
。
:
:
:
従
事
中
郎
二
人
、
六
百
石
。
:
:
:
操
属
二
十
九
人
。
令
史
及
び
御
属
三
十
一
人
。
本
注
に
日
く、

「
此
れ
皆
な
府
の
員
職
な
り
」
と
。
叉
、
官
騎
三
十
人
及
び
鼓
吹
を
賜
う
。

と
あ
る
よ
う
に
、
大
将
軍
・
壊
騎
将
軍
・
車
騎
将
軍
・
衛
将
軍
|
|
「
位
比
公
」
の
将
軍
、

お
よ
び
三
公
の
ひ
と
つ
太
尉
に
も
「
官
騎
三
十

人
」
を
支
給
す
る
規
定
が
あ
っ
た
(
向
上
・
太
尉
の
僚
・
劉
昭
注
に
引
く
膝
勧
『
漠
官
儀
』
)
。

司
徒
・
司
空
、
お
よ
び
太
停
に
は
賜
興
の
規
定
は
見

え
な
い
。
太
尉
の
前
身
は
持
軍
の
加
官
|
l
大
司
馬
、
も
と
を
た
だ
せ
ば
、
将
軍
と
太
尉
は
一
瞳
の
官
職
で
あ
る
。
前
漢
の
塞
光
以
来
、

「輔

政
」
の
宰
相
H
大
司
馬
大
将
軍
に
虎
賞
を
賜
っ
た
前
例
が
あ
り
、

そ
れ
が
太
尉
・
将
軍
へ
の
支
給
規
定
に
つ
な
が
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

勝
相
に
射
す
る
虎
賞
賜
興
は
、
基
本
的
に
は
競
音
時
代
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。

に
引
く
『
徐
逝
奏
議
』
に
、

『
太
卒
御
覧
』
巻
六
百
八
十
一

・
儀
式
部
二

・
班
創
の
傑

-109ー

公

卿

故

事

を

案

ず

る

に

、

(

班

〉

剣

を

持

せ

し

む

」
と
。

安
卒
献
王
〔
H

司
馬
字
〕
は
青
蓋

・
九
琉

・
前
後
鼓
吹

を
加
え
ら
る
も
、
虎
貴
は
亦
た
二
十
人
な
り
。
此
の
数
に
依
准
す
る
に
、
東
宮
の
班
創
も
、
嘗
に
二
十
を
過
ぎ
ざ
る
べ
し
。

(
ロ
)

と
あ
る
。
東
音
の
徐
遡

C
ニ
四
四
|
三
九
七
〉
が
引
用
し
た
「
公
卿
故
事
」
と
は
、
前
掲
墨
田
公
卿
雄
秩
』
の
「
諸
公
及
び
開
府
し
て
位
公
に
従

う
者
に
は
、
虎
貰
二
十
人
を
給
し
、
班
剣
を
持
せ
し
む
」
と
い
う
規
定
を
指
す
の
だ
ろ
う
(
『
E

日
書
』
巻
二
十
四

・
職
官
志
に
も
同
様
の
記
述
あ
り
〉
。

表
ー
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
耳
目
代
、
三
公
お
よ
び
三
公
に
準
ず
る
も
の
|
|
開
府
儀
同
三
司
を
加
え
ら
れ
た
将
軍
・
光
旅
大
夫
な
ど
へ
の

賜
興
規
定
が
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
上
の
『
徐
遡
奏
議
』
に
よ
れ
ば
、
東
音
で
は
皇
太
子
の
班
剣
も
二
十
人
と
考
え
ら
れ
て
い
た

「
虎
貰
二
十
人
を
給
し
、

ょ
う
で
あ
る
。
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す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

「
班
創
」
は
、
菅
代
以
後
、
宮
廷
で
用
い
ら
れ
た
レ
プ
リ
カ
の
木
製
万
創
で
あ
る
。
そ
の
由
来
は
、

墨
田
書
』
巻
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西音時代の虎責官騎賜輿

時期 姓名 入量爵位 { 届 蛾 その他の恩賜 備 考 出典巻数

265 司馬字 20安平王 太宰・都督中外路軍事 剣履上殿 佐命の功臣(司馬総弟) 太平御覧

267 司馬望 30義陽王 太尉・中領軍 ヨヨ若草鼓吹 If (司馬字子) 音書 37

267 王群 20脱陵侯 太保 安車翻馬 "致{上 音書 33

273 鄭 t中 20蒋光侯 太縛 安寧腐馬 " .致仕 膏審 33

277 隙驚 20? 高平公 大司馬 親兵百人・剣履上殿 If 音書 3S

278 何曾 20? 朗綾公 太宰 親兵・剣履上殿 If 奇書 33

280 買充 30魯公 太尉大都督・録尚密事 賛銑羽事事鼓吹 " .呉平定盟主の絶帥 音書 40

280 王溶 10盛腸侯 輔国大将軍 観兵百人 呉平定の功臣 音書 42

282 司馬依 20斉王 大司馬 観兵・貧鉱軒懸之楽 武帝弟・就図 音書 38

289 李憲 10祁侯 特進・金紫光枝大夫 致仕 音書 41

289 穣笹 10曲目l陽子 司徒 九杖不朝安車瓢馬 If 音書 41

290 衛王E20? 答陽公 太保 観兵百人 佐命の功臣・致仕 音書 36

表 1

二
十
五

・
輿
服
志
に

膏
の
世
始
め
て
こ
れ
に
代
え
る
に
木
を
以
て
す
。
貴
な
る
者
猶
お
玉
首
を
用
い
、
賎

「創履上殿J=入朝不趨・ 創履上殿。

な
る
者
も
亦
た
鮮
(
珠
)
・
金
銀

・
耽
璃
を
用
て
彫
飾
と
篤
す
。

『
宋
史
』
巻
百
一

・
儀
街
志
六

・
歯
簿
儀
服
に
、

と
あ
り
、

班
創
。
も
と
漢
朝
服
帯
剣
す
る
も
、

菅
木
を
以
て
こ
れ
に
代
う
。

亦
た
象
創
と
日

ぅ
。
装
飾
斑
闘
の
義
を
取
る
な
り。

し

玉

・
辞
珠
(
ド
ブ
貝
か
ら
取
れ
る
員
珠
)
・
金
銀
な
ど
で
装
飾
を
ほ
ど
こ

(

臼

)

「斑
闘
」
||
ま
だ
ら
模
様
に
な
る
こ
と
に
因
む
と
い
う
。

と
あ
る
よ
う
に
、

前
掲
『
亙
日
公
卿
躍
秩
』
の
規
定
は
、
恩
賜
の
虎
貫
も
班
剣
所
持
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
こ

-110ー

と
を
示
し
、

墨
田
書
』
巻
三
十
九

・
萄
晶
俸
附
萄
組
俸
に
、

太
輿
の
初
め
、
許
昌
よ
り
其
の
属
数
百
人
を
率
い
て
江
を
渡
る
。
:
:
:
頃
し
て
、
組

※太卒御覧=巻554儀式部2r徐遡奏議j，

に
詔
し
、
太
保
・
西
陽
王
羨
と
並
び
に
録
向
書
事
た
ら
し
め
、
各
々
班
創
六
十
人
を

門

H

、、，0

・有

μ
a
，

と
あ
り
、
向
上
巻
九
十
八
・
王
敦
俸
に
、

敦
を
以
て
丞
相
・
江
州
牧
と
篤
し
、
爵
を
武
昌
郡
公
に
準
め
、
邑
は
高
戸
。
太
常
萄

患
を
し
て
就
き
て
拝
せ
し
む
。
又
、
羽
葎
鼓
吹
を
加
う
。
:
:
・
叉
乗
太
常
臆
震
を
し

て
加
責
銭
、
班
創
武
貫
二
十
人
、
奏
事
不
名

・
入
朝
不
趨

・
創
履
上
殿
を
拝
受
せ
し

む。

と
あ
る
よ
う
に
、
雨
菅
交
替
期
を
境
に
、
官
騎
H
虎
責
官
騎
の
稽
謂
は
姿
を
消
し
、
代
わ



り
に
班
創
H
虎
貢
班
剣
と
い
う
表
記
が
登
場
す
る
。
両
者
の
遣
い
は
班
剣
を
所
持
す
る
か
否
か
の
差
に
す
ぎ
ず
、
基
本
的
な
性
格
は
恩
賜
の
虎

貰
と
い
う
貼
で
一
致
し
て
い
る
。

き
て
、

『
五
日
書
』
巻
三
十
六
・
衛
瑳
俸
に
、

「
:
:
:
今
其
の
執
る
所
を
醸
し
、
太
保
に
準
位
し
、
公
を
以
て
就
第
せ
し
む
。
親
兵
百
人
を
給
し
、
長
史
・
司

馬
・
従
事
中
郎
・
捺
属
を
置
く
。
及
び
大
草
・
官
騎
・
塵
蓋
・
鼓
吹
、
諸
々
の
威
儀
は
、
一
に
奮
典
の
如
し
。
:
:
:
」
と
。

と
あ
る
よ
う
に
、
虎
貰
(
官
騎
〉
は
寅
質
的
な
親
衛
隊
と
思
わ
れ
る
「
親
兵
」
と
巌
密
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
上
に
見
え
る
「
大
車
」
も
、
い

わ
ゆ
る
輿
車
の
類
で
は
な
い
。
同
上
巻
二
十
五
・

輿
服
志
に
、

乃
ち
詔
を
下
し
て
日
く
、

諸
公
、
朝
車
駕
四
・
安
車
黒
耳
駕
三
各
々
一
乗
、
阜
輪
・
噴
車
各
々
一
乗
を
給
す
。
祭
酒
・
橡
属
よ
り
以
下
令
史
に
及
ぶ
ま
で
、
皆
な
阜

零
昨
朝
服
た
り
。
其
れ
武
官
公
に
は
、
叉
別
に
大
草
を
給
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
天
子
や
諸
王
公
の
「
歯
簿
」
|
|
行
列
に
用
い
ら
れ
た
儀
位
兵
で
あ
る
。
向
上
巻
四
十
・
買
充
俸
に
、

呉
を
伐
つ
の
役
、
充
に
詔
し
て
使
持
節
・
恒
糞
鉱
・
大
都
督
と
掃
し
、
六
師
を
総
統
せ
し
む
。
羽
謀
鼓
吹
・
提
憧
・
兵
高
人
・
騎
二
千
を

給
し
、
左
右
長
史
司
馬
・
従
事
中
郎
を
置
き
、
参
軍
・
騎
司
馬
各
々
十
人
、
帳
下
司
馬
二
十
人
、

大
車

・
官
騎
各
ん
ベ
三
十
人
を
増
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
卒
臭
の
役
(
二
七
九
年
〉
の
際
、
大
都
督
の
買
充
(
一
二
七
|
二
八
ニ
〉
は
「
大
車
・
官
騎
各
三
十
人
」
を
賜
興
さ
れ
て
い
る
。

思
賜
の
虎
貰
は
歯
簿
を
構
成
す
る
儀
位
兵
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

も
ち
ろ
ん
、
天
子
か
ら
支
給
さ
れ
た
儀
佼
兵
と
レ
え
ど
も
、
諸
王
公
の
私
物
に
轄
化
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
親
衛
隊
と

(
M〉

は
限
り
な
く
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
だ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
も
、
寅
際
に
授
受
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
か
否
か
、
疑
問
符
が
つ
く
ケ
l
ス

-111ー

も
多
い
。
だ
が
、
虎
責
を
親
兵
組
織
、

な
い
し
軍
制
の
問
題
に
還
元
す
る
の
は
早
計
で
あ
る
。
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『
南
史
』
巻
四
十
五
・
張
敬
見
俸
に
、

旗
門
受
樟
す
る
に
及
び
、
侍
中
・
中
軍
将
軍
に
轄
ず
。
散
騎
常
侍

・
車
騎
将
軍
に
遷
り
、
佐
吏
を
置
く
。
高
一
帝
崩
ず
る
や
、
遺
詔
も
て
開
府
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儀
同
三
司
を
加
え
ら
る
〔
四
八
二
年
〕
。
:
:
:
既
に
開
府
を
得
る
や
、

叉
班
創
を
望
み
、
人
に
語
り
て
日
く
、

「我
が
車
法
猶
お
班
蘭
の
物

を
少
く
」
と
。

と
あ
る
。

「班
蘭
物
」
は
班
創
の
謄
語
な
の
だ
ろ
う
。
南
芦
の
寒
門
武
人
||
張
敬
見
(
?
!
四
八
五
〉
の
無
数
養
さ
、

る
逸
話
で
あ
る
が
、
嘗
時
、
虎
責
(
班
創
〉
の
保
有
が
開
府
儀
同
三
司
の
位
よ
り
も
貴
重
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、

俗
人
ぶ
り
を
暴
露
す

『
陳
室
田
』
巻
一

高
祖
紀
上
に

(
承
聖
三
年
リ
五
五
四
年
)
十
二
月
、
菅
安
王
〔
H
U
梁
の
敬
-
帝
〕
尋
陽
よ
り
至
り
、
朝
堂
に
入
居
す
る
や
、
高
租
に
班
剣
二
十
人
を
給
す
。

・
(
紹
泰
元
年
十
月
〉
壬
子
、
詔
し
て
高
租
に
侍
中
・
大
都
督
中
外
諸
軍
事
・
車
騎
賂
軍
・
揚
南
徐
二
州
刺
史
を
授
け
、

持
節
・
司

空
・
班
剣

・
鼓
吹
は
並
び
に
故
の
如
し
。

と
あ
る
よ
う
に
、

使
持
節
や
司
空
な
ど
の
官
位
と
と
も
に
、
あ
る
種
の
身
分
標
識
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、

『
南
史
』
巻
八
・
梁
紀

-112ー

下
・

簡
文
帯
紀
に
、

中
大
通
三
年
〔
五
一三

年〕、

徴
さ
れ
て
入
靭
す
。
未
だ
至
ら
ざ
る
に
、
昭
明
太
子
左
右
に
謂
い
て
日
く
、

「我
忍
目
安
王

〔H
H
梁
の
筒
文
帯
〕

と
針
突
擾
遵
し
、
我
班
剣
を
以
て
こ
れ
に
授
け
る
を
夢
み
る
。

王
還
ら
ば
、
嘗
に
此
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
有
る
べ
き
か
」
と
。
四
月
、
昭

明
太
子
嘉
じ
、

五
月
丙
申
、
音
安
王
を
立
て
て
皇
太
子
と
篤
す
。

と
あ
る
の
は
、
梁
代
、
虎
賞
(
班
創
〉
の
保
有
が
、
事
買
上
、
皇
太
子
の
地
位
と
同
義
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
事
買
は
、
虎
貫
班
創
が
皐
な
る
儀
佼
兵
・
親
衛
隊
の
類
で
は
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
す
ぐ
れ
て
政
治
性
を
帯
び
た
思
賜
だ
っ
た

」と
を
窺
わ
せ
て
い
る
。



719 

九錫文中の虎賞賜輿

霊園与者 時期 爵位 賜与者 内 z廿._. 出典(巻数)

曹操 213 規公 後漢献帝 虎責之土ニ百人 説志 1武帝紀

司馬昭 263 音公 親元帝 武貴之士一百人 膏書 2文帝紀

劉裕 416 宋公 東晋恭帝 虎責之土=百人 宋書 2武帝紀中

粛道成 479 穿公 宋順帝 虎貫之士三百人 南斉書 1高帝紀上

粛 f汀 502 梁公 南膏和帝 虎責之士=百人 梁書 1武帝紀上

高洋 550 斉王 北親孝静帝 武責之士一百人 北斉書 4文宣帝紀

陳覇先 557 陳公 梁敬帝 武貴之士三百人 陳書 1高祖紀上

楊堅 581 惰王 北周静帝 武貫之士一百人 情書 1高祖紀上

李淵 618 唐王 惰恭帝 武責之士三百人 大唐創業起居注

孫擢 221 呉王 規文帝 虎責之士百人 呉志 2呉主侍

公孫淵 233 燕王 呉大帝 虎責之士百人 呉志 2注引江表惇

表2

第
二
節

殊
曜
の
中
の
虎
貫
班
創

'" 
、、J

九
錫
中
の
虎
貰

虎
黄
を
含
む
最
高
の
殊
躍
は
九
錫
で
あ
る
。
九
錫
は
天
子
か
ら
臣
下
に
賜
る

九
つ
の
器
物
|
|
車
馬
・
衣
服

・
繁
舞
(
軒
懸
之
笑
・
六
伶
之
舞
)
・
朱
戸

・
納

陛
・
虎
貰
・
斧
銑

・
弓
矢

・
薬
草
酒

(
穏
闘
芭
)
を
指
し
、
調
譲
革
命
の
先
ぶ
れ

(

日

)

と
さ
れ
た
。
そ
の
際
に
護
布
さ
れ
る
詔
を
九
錫
文
と
い
う
が
、
現
在
確
認
で
き

る
も
の
で
は
、

表
2
に
見
え
る
よ
う
に
、
曹
操
(
貌
の
武
帯
、
一
五
五
|
一

一一一

O
)
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か
ら
李
淵
〈
唐
の
古
同
組
、
五
六
五
|
六
三
五
)
に
至
る
ま
で
、
等
し
く

「
虎
貫
之

士
三
百
人
」
と
記
さ
れ
る
。
官
騎
も
し
く
は
班
創
と
表
記
さ
れ
な
い
の
は
、
卑

俗
な
言
い
回
し
を
避
け
た
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。

九
錫
の
原
型
と
見
な
さ
れ
る
の
は
、
新
の
王
奔
ハ
前
四
五
1

後
一
一
一
二
〉
へ
の
殊

躍
で
あ
る
。

『
漢
書
』
巻
九
十
九
上
・

王
葬
停
上
に、

(
元
始
〉
四
年
〔
四
年
〕
春
、
:
:
:
有
司
請
う
ら
く
、
「
:
:
:
公
に
加
え

て
宰
衡
と
震
す
、
位
は
上
公
O
i
-
-
出
れ
ば
期
門
二
十
人
、
初
林
三
十
人

を
し
て
従
わ
し
む
。
:
:
」
と
。
:
:
:
策
し
て
日
く
、

「
惟
れ
元
始
五
年

〔
五
年
〕
五
月
庚
寅
、
:
:
:
今
九
命
の
錫
を
加
う
。

い
て
葬
稽
首
再
奔
し
、
緑
鞍
衰
完
衣
裳
、
:
:
:
朱
戸
納
陛
を
受
く
。
宗

-:
・
」
と
。
是
に
お



720 

官
・
祝
官

・
卜
官
・
史
官

・
虎
寅
三
百
人
・
家
令
丞
各
々
一
人
を
署
し
、
宗

・
覗
・
ト
・
史
官
皆
な
奮
夫
を
置
き
、
安
漢
公
を
佐
く
。

・:

・
(
居
揖
元
年
〉
十
二
月
、
群
臣
奏
請
す
ら
く
、
「
安
漢
公
宮
及
び
家
吏
を
盆
し
、
率
更
令
、
廟

・
廠
・
厨
長
丞
、
中
庶
子
、
虎
貰
以
下

百
徐
人
を
置
き
、

叉
、
街
土
三
百
人
を
置
か
ん
こ
と
を
。
:
:
:
」
と
。

と
あ
る
よ
う
に
、
九
錫
の
序
列
・
内
容
は
未
整
備
で
あ
る
が
、
種
々
の
官
署
と
と
も
に
「
虎
貫
三
百
人
」
の
設
置
が
含
ま
れ
て
い
る
。

王
葬
の

虎
責
は
宰
衡
就
任
時
の

「期
門
二
十
人

・
羽
林
三
十
人
」
か
ら
、

し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
『
周
躍
』
夏
官
・
絞
官
に
、

九
錫
の
三
百
人
を
へ
、

揖
皇
帝
就
位
(
六
年
)
と
と
も
に
八
百
人
近
く
に
達

虎
貫
氏
。
下
大
夫
二
人
・
中
士
十
有
二
人
、
府
二
人
、
史
八
人
、
菅
八
十
人
、
虎
土
八
百
人
。

さ
ら
に
虎
責
三
百
人
の
賜
興
は
、

『
周
躍
』
が
受
容
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
前
漢
末
頃
、
天
子
の
虎
貫
は
「
八
百
人
」
と
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

『
春
秋
左
氏
俸
』
信
公
二
十
八
年
五
月
己
酉
十
二
日
の
僚
に
、
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と
あ
る
よ
う
に
、

王
手
氏
及
び
王
子
虎

・
内
史
叔
輿
父
に
命
じ
、

E
日
侯
に
策
命
し
て
侯
伯
と
篤
し
、
こ
れ
に
大
轄
の
服
・
戎
轄
の
服
、
彫
弓
一
・
彫
矢
百

・

銭
弓
十
・
妓
矢
千
、
桓
盟
一
白
、
虎
貰
三
百
人
を
賜
わ
し
む
。

(
日
)

と
あ
る
よ
う
に
、
城
撲
の
戦
い
で
楚
を
敗
り
、
覇
者
に
な
っ
た
育
文
公
が
、
践
土
の
曾
盟
の
際
に
周
王
か
ら
賜
っ
た
故
事
に
さ
か
の
ぼ
る
。

L、

わ
ば
、
虎
黄
三
百
人
は
覇
王
の
印
、
保
有
者
が
も
は
や
人
臣
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

た
だ
、
漢
貌
交
代
期
、
九
錫
の
虎
貫
が
三
百
人
に
固
定
さ
れ
る
過
程
に
は
、
前
段
階
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

を
萱
策
し
た
後
漢
の
大
将
軍
梁
翼
(
?
|一

五
九
〉
は
、

王
葬
に
績
く
調
譲
革
命

『
績
漢
書
」
百
官
志
一

・
将
軍
の
傑
注
引
『
、
梁
糞
別
停
』
に、

元
嘉
二
年
〔
一
五
二
年〕、

叉

糞
に
躍
儀
を
加
う
。

大
将
軍
朝
し
、

端
門
若
し
く
は
龍
門
に
到
ら
ば
、

謁
者
を
し
て
賂
引
せ
し
む
。
擦

厩

・
舎
人

・
官
騎
・
鼓
吹
各
々
十
人
を
増
す
c

(

口

)

と
あ
る
よ
う
に
、
権
力
の
絶
頂
期
に
あ
っ
た
桓
一帝
代
初
め
、
種
々
の
恩
典
と
と
も
に

「官
騎
十
人
」
を
追
加
(
合
計
四
十
人
?
)
さ
れ
て
レ
る
。

『
後
漢
書
』
列
停
六
十
四
上
・
嚢
紹
停
上
に
、

同
様
に
、



(
建
安
〉
二
年
〔
一
九
七
年
〕
、
賂
作
大
匠
孔
融
を
し
て
節
を
持
し
紹
に
大
将
軍
を
奔
し
、
弓
矢
・
節
鉱
・
虎
責
百
人
を
錫
わ
り
、
兼
ね
て

翼
青
幽
井
四
州
を
督
せ
し
む
。

と
あ
る
よ
う
に
、
曹
操
は
糞
州
牧
衰
紹

(
0
・|二

O
二
)
の
買
力
を
恐
れ
、
大
将
軍
の
位
を
譲
る
と
と
も
に
、

よ
り
さ
き
、
向
上
列
俸
六
十
二
・
董
卓
俸
に
、

卓
太
尉
・
領
前
路
軍
事
に
遷
り
、
節
俸
・
斧
鋲
・
虎
責
を
加
え
ら
れ
、

し
、
入
朝
不
趨
・
剣
履
上
肢
た
ら
し
む
。

如
上
の
殊
躍
を
授
け
た
。
こ
れ

更
め
て
廊
侯
に
封
ぜ
ら
る
。

-・・
・
・
・
尋
で
卓
を
進
め
て
相
固
と
震

と
あ
る
よ
う
に
、
中
卒
六
年
(
一
八
九
年
〉
、
朝
政
を
掌
握
し
た
董
卓
(
?
|
一
九
二
)
も
「
節
俸
・
斧
銭
・
虎
貴
」
を
受
け
て
い
る
。
虎
貫
教
は

(

凶

)

明
記
さ
れ
な
い
が
、
殊
種
の
構
成
は
宇
一
反
紹
の
場
合
と
酷
似
す
る
。
お
そ
ら
く
、
雨
者
の
記
事
に
は
脱
落
が
あ
り
、
周
の
諸
侯
が
賜
っ
た
彫
弓
矢

妓
弓
矢
・
寅
鋲
・
桓
墜
の
「
三
賜
」
(
『
躍
記
』
王
制
〉
を
ふ
ま
え
た
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
虎
貫
を
加
え
れ
ば
、
音
文
公
の
故

事
に
な
り
、
車
騎
・
衣
服
・
楽
舞
・
朱
戸
・
納
陛
を
も
っ
て
九
錫
が
と
と
の
う
。

表
2
下
段
に
見
え
る
よ
う
に
、
孫
擢
(
一
八
二
二
五
二
〉
が
親
文
一
帝
一
か
ら
、
公
孫
淵
(
?
|
一
一
一
一
一
八
〉
が
孫
擢
か
ら
受
け
た
九
錫
中
の
虎
責
百

人
は
、
九
錫
確
立
以
前
の
痕
跡
な
の
だ
ろ
う
。
後
漢
諸
王
に
分
興
さ
れ
た
百
人
も
同
様
の
観
貼
か
ら
理
解
で
き
る
。
親
耳
目
以
後
、
車
濁
で
百
人

を
興
え
ら
れ
た
の
は
、
貌
の
太
停
司
馬
誌
(
一
七
九
|
二
五
一
)
と
、
超
王
司
馬
倫
の
塞
奪
を
支
持
し
、
王
葬
と
お
な
じ
超
宰
相
1
1
1
「
阿
衡
」

を
授
け
ら
れ
た
西
音
の
梁
王
司
馬
彫
(
司
馬
誌
の
子
、
?
ー
三

O
一
〉
の
二
人
に
す
ぎ
な
い
(
『
青
書
』
巻
一
・
宣
一
帝
紀
、
同
袋
三
十
八
・
宣
五
王
侍
)
。

事
責
上
、
虎
黄
百
人
は
天
子
と
人
臣
の
境
界
線
上
に
位
置
し
、
九
錫
に
つ
な
が
る
可
能
性
も
秘
め
る
。
ゆ
え
に
、
人
臣
へ
の
生
前
賜
輿
は
早
々

に
封
印
さ
れ
、
葬
瞳
に
の
み
限
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
が
「
塞
光
の
故
事
」
で
あ
る
。
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(一一〉

「
塞
光
の
故
事
」
に
よ
る
葬
薩
と
虎
責
証
創

721 

表
3
は
「
塞
光
の
故
事
」
に
比
せ
ら
れ
た
葬
瞳
の
一
覧
で
あ
る
。
前
漢
か
ら
南
北
朝
末
に
至
る
ま
で
、
約
六
百
年
績
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
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表3 霊光 の 故 事

時用姓 名 爵 位 宮殿{皇軍) 内 n廿句 出典巻欽

前68霊 光 !専陸侯 大将軍 戦F以組制車・黄屋左8，投材官砲車北軍五校士軍陳至茂陵. 波書 68

44呉漢 贋平侯 大司馬 如大将軍軍光故事. 後漢書 8

58劉湿 東海王 贈以殊構、升龍ー旋頭・鷲崎・飽符・虎貫百人. 後1真醤 32

83劉蒼 東平王 腰騎1守軍 加賜鴬騎乗馬・飽方年九1b!i・8電寅百人。 後漢書 32

106 劉鹿 消河王 賜飽析九腕虎賞百人‘ 儀比東海恭王. 後漢書 45

115 郵弘 西平侯 標騎将軍 指儀如雷光故事。 後漢書 6

223 曹 彰 {壬械王 日目鴛給飽街ー虎賞百人、 90;真東平王故事. lJI1志 19

251 司馬箆 舞陽侯 相国 奥野戚儀依;真霊光故事. 音量}I

255 司馬飾 舞陽侯 大司馬 依霊光故事. 音*2

272 司馬字 安平王 太宰 皆依漢東平憲王蒼故事.給m路・軽率介士武賞百人 前後鼓吹， 音*37 

282 買 充 魯公 太宰 前後羽孫鼓吹 武賞軽率介士、 雰程依霊光及安平際王故事. 晋省 40

283 司馬侠 脅王 大司馬 奥穂依安平王字故事. 音書 38

291 司馬亮 汝南玉 太宰 喪努之令如安平厳王字敵事. 音書 59

291 司馬東 秦王 大将軍 罪組如望号際文王倣故事. 晋'Jt64 

301 司馬~~ 染王 太宰 畏葬依;立南文成主亮故事. 音誼i38 

339 王 導 始興公 丞相 一依漢博陸侯及安平厳王故事。 音ill65

354 待 雄 税 王 丞相 葬積依膏安平層拡王故事. n内向姐1<99 

373 桓温 南郡公 丞相 依太宰安平献王 漠大将軍霊光故事、賜九腕鷲崎 武賞班剣百人. 晋m98 

375 王猛 消t可侯 丞相 葬積一依;葉大将軍霊光故事. 音書 114

385 謝安 建畠公 太保 加殊樋依大司馬恒温故事. 音書 79

404 司馬道子 舎稽王 丞相 加殊櫨ー依安平厳王故事. 音嘗 64

420 劉道規 臨川王 丞相 加殊穂、 鴛轄九競・質屋左蹟 ・前後~夜鼓吹氏賞班剣百人. 宋替 51

422 劉道憐 長沙王 太仰 祭櫨依雷太宰安平玉故事、鴬絡九腕 前後羽l)l;鼓吹・虎質班'&lJ百人.宋都 51

466 劉義恭 江夏王 丞相 給九腕鷺斡ー虎寅班創百人・前後部羽謀鼓吹 t.u車I巨. 宋笹 61

466 沈慶之 始興公 太尉 給鴛輪輪車京車ー前後部司王~敵吹. 宋密 77

492 蔵巌 珠章王 丞相 給九腕鴛崎 前後部耳目孫厳吹、 葬送儀依東平王故事.加九錫. 南膏書 22

494 調書子良 克陵王 太宰 給九旗鷺翰 虎賞班宙l百人.務機依管安平王字放事.加九錫. 南膏書 40

494 蔵昭文 海陵王 ※腹帝 給 九腕大戦‘黄屋左愚 前後部初孫磁吹…依東，毎王故事. 南費*5

495 務照 京兆公 大司馬 加tIJ.・屋左語、備九錫、前後部羽謀鼓吹、皆依晋太宰安平献王故事. f理主l83上

495 濁誕 長柴公 大司馬 加以殊種、備錫九命、依音大司馬膏王倣故事. ま理密 83上

502 蔵箆 長沙王 丞相 給九腕鴬絡 虎貰班剣百人、 葬檀ー依膏安平王故事. 梁i1f23 

502 粛穎宵 巴東公 丞相 前代所殊靖、依膏王導 ・費橡章王故事. 雨空耳番 38

508 Y一E 柚、内B‘ 彰城王 太師 給嬰絡九続・虎寅班創百人前後部弱諜鼓吹・車:.u車. 税者 21下

518 胡園珍 秦公 相国 加九錫、葬以殊種、給袋路九旗虎寅班剣百人ー前後部弱楳鼓吹・ . 線甚i83下

519 元澄 任城王 太停 加以殊穂、備九錫、依吾大司馬費玉倣故事. 線密 19中

525 元伺 消河王 丞相 加以殊種 ー依車三峨武宣玉…依漠大将軍霊光故事.備錫九命. J~誌銘

528 元子正 始平王 相園 m路九腕・黄屋左菰ー前後部羽謀鼓吹 虎賞班骨lー百人. 鈍lt21下

531 爾朱祭 管王 相園 加九錫.給九腕嬰絡・虎賞班剣三百人 準雷太宰安平献王字故事。 規i1.174

532 元恭 贋陵王 ※腹帝 加以九銭婆翰ー黄屋左震 班創百二十人. 鍵* 11

547 高歓 脅王 相図 凶穏依漢大将軍軍光・東平王蒼故事.一兼備九錫殊種. 北脊ヨ12

550 高波 膏王 相園 組級車黄屋左績ー前後~N'鼓吹・報車介士、 兼備九錫殊種。 jt膏苫3

566 陳昌 衡陽王 太宰 葬送之儀ー依漢東平憲王 ・資漁章文献王故事. 隊D14 

※後漢書のみ列{専巻数を示す。墓誌銘は『貌清河王元惇墓誌.n(洛陽出土歴代墓志輯縄〉。
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る

=
口
う
ま
で
も
な
く
、

表
中
に

「
O
Oの
故
事
」
と
稽
さ
れ
る
も
の
も
、

み
な

輔
政
の
宰
相
・
有
力
諸
王
を
封
象
と
し
た
殊
躍
で
あ
る
。

「震
光
の
故
事
」
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
の
共
通
貼
は
、
①
祖
聴
率
、
お
よ
び
責
屋
左
藤
を
下
賜
さ
れ
る
こ
と
、
②
前

後
羽
葎
鼓
吹
が
葬
列
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
、
③
虎
責
が
葬
列
を
護
衛
す
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
葬
儀
内
容
が
省
略
さ
れ
て
い
る
場
合
も
、

以
上
の
燦
件
を
満
た
し
て
い
た
と
見
て
ま
ち
が
い
な
い
。

』ま

tま

ま
ず
、

『
宋
書
』
巻
十
八

・
薩
志
五
に
、

漢
制
、
大
行
親
椋
車
に
載
す
。
:
:
:
漢
の
霊
光
よ
り
、
菅
の
安
卒
王
・
湾
王
・
買
充

・
王
導
・
謝
安
、
宋
の
江
夏
王
(
に
い
た
る
ま
で
)
、

「
組
椋
車
」
と
は

葬
る
に
殊
躍
を
以
て
せ
ら
れ
し
者
、
皆
な
大
轄
糞
屋
(
を
た
ま
わ
り
〉
、
韓
椋
車
に
載
せ
ら
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、

「
大
行
」
|
|
|
天
子
の
遺
骸
を
載
せ
た
霊
枢
車
で
あ
る
。

車
蓋
の
一
異
に
黄
絹
を
ほ
ど
こ
し
た
も
の
を

「糞
屋
」
、

蕗
牛
の
毛

で
作
っ
た
随
を
馬
車
の
衡
(
横
木
〉
の
左
側
に
立
て
た
も
の
を
「
左
藤
」
と
い
う
(
『
史
記
』
巻
七

・
項
弱
本
紀
の
正
義
・
集
解
な
ど
〉
。
も
ち
ろ
ん
、

(

四

〉

衣
の
「
前
後
羽
葎
鼓
吹
」
は
天
子
の
歯
簿
を
構
成
し
た
軍
楽
院
で
あ
る
。

大
駕
歯
簿
の
鼓
吹
、
前
後
二
部
に
分
か
つ
。

『
新
唐
書
』
巻
二
十
三
下

・
儀
衛
志
下
に

- 117ー

天
子
の
瞳
で
あ
る
。

鼓
吹
令
二
人

・
府
史
二
人
騎
従
し
、

左
右
に
分
か
つ
。

前
部
。

:
:
羽
葎
鼓
十
二
、
歌

・

鱗

・
節
こ
れ
に
次
ぐ
。
・
:
次
は
後
部
鼓
吹
。
羽
葎
鼓
十
二
、
歌
・
籍

・
茄
こ
れ
に
次
ぐ
。
;
・
:
九
て
鼓
吹
は
五
部
。

一
は
鼓
吹
、

二
は

羽
謀
、
三
は
鏡
吹
、
四
は
大
横
吹
、
五
は
小
横
吹
。
綿
て
七
十
五
曲
。

と
あ
る
よ
う
に
、
唐
代
、
天
子
の
歯
簿
に
は
「
前
後
二
部
」
の
鼓
吹
が
あ
り
、

「
羽
葎
」
は
楽
器
も
し
く
は
楽
人
で
あ
る
と
と
も
に
、
鼓
吹
曲

の
名
稽
で
も
あ
っ
た
。

さ
て
、
塞
光
の
場
合
、

「材
官

・
軽
車

・
北
軍
五
校
土
」
を
動
員
し
た
と
い
う
だ
け
で

表
3
に
見
え

虎
貫
教
に
闘
す
る
記
録
は
な
い
。

東
卒
王
劉
蒼
(
向
上
、
?
八
三
)
、
清
河
王
劉
慶
(
章
需
の
子
、
七
八
l
一
O

(

加

)

六
)
の
葬
儀
に
虎
貰
百
人
が
賜
興
さ
れ
、
こ
の
数
字
が
標
準
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
最
終
的
に
は
西
耳
目
の
安
卒
王
司
馬
字
(
司
馬
燃
の
弟
、

る
よ
う
に
、

後
漢
の
東
海
王
劉
彊
(
光
武
一
帝
の
子
、
二
五
|
五
八
)
、
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一
八
O
|
二
七
二
〉
の
葬
儀
に
よ
っ
て
、
組
椋
車
・
黄
屋
左
藤
、
前
後
羽
諜
鼓
吹
、
虎
貫
班
創
百
人
の
組
み
合
わ
せ
が
確
立
さ
れ
た
も
の
と
み
ら

れ
る
。い

っ
ぽ
う
、
北
貌
で
は
、
太
和
十
九
年
に
相
縫
い
で
亡
く
な
っ
た
外
戚
の
鴻
照
(
?
l
四
九
五
〉

・
鴻
誕
(
四
六
七
四
九
五
)
父
子
の
葬
曜
に

用
い
ら
れ
た
よ
う
に
、
孝
文
一
帝
の
時
代
を
さ
か
い
に
登
場
し
、

E

日
南
朝
と
同
様
、
宗
室
諸
王
や
功
臣
の
葬
躍
と
し
て
一
般
化
し
て
い
た
こ
と
が

窺
わ
れ
る
。

し
か
し
、
北
朝
で
は
東
競
末
の
高
歓
(
北
斉
の
神
武
帯
、
四
九
六
1

五
四
七
)
・
高
澄
(
お
な
じ
く
文
褒
帯
、
五
一

一
一
!
五
四
九
)
、
南
朝
で

は
陳
の
陳
昌
(
陳
鏑
先
の
子
、
五
三
七
五
六
O
)
を
最
後
に
と
だ
え
、
虎
賞
百
人
の
遁
婚
も
消
滅
す
る
。

な
お
、
南
斉
頃
か
ら
、
重
臣
の
葬
儀
に
は
九
錫
が
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
北
貌
の
爾
朱
柴
(
四
九
三
l
五
三
O
〉
に
は
九
錫
と
と
も
に
、

「
虎
責
班
創
三
百
人
」
が
追
贈
さ
れ
た
(
『
貌
書
』
径
七
十
四
・
爾
朱
築
俸
〉
。
管
見
の
限
り
、
虎
貫
遁
婚
の
最
大
値
で
あ
る
と
と
も
に
、
九
錫
の

虎
責
数
と
も
合
致
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
九
錫
と
「
窪
光
の
故
事
」
に
よ
る
葬
置
と
が
表
裏
一
睡
の
関
係
に
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
天
子
を

し
の
ぐ
権
力
を
握
っ
た
輔
政
の
宰
相
の
う
ち
、
相
譲
革
命
ま
で
た
ど
り
つ
い
た
幸
運
な
者
と
、
中
途
で
蕎
命
が
童
き
た
者
の
差
異
に
す
ぎ
な
い

こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
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第
三
節

東
音
・
南
北
朝
に
お
け
る
虎
貰
班
創
の
賜
輿

(

一

)

虎
貫
班
剣
六
十
人
と
甲
伎
百
人
入
殿
|
|
「
諸
嘉
亮
の
故
事
」

『
音
書
』
巻
九
十
八

・
桓
温
俸
に
、

温
乃
ち
一
帝
一
〔
H
海
西
公
〕
を
慶
し
て
簡
文
一
帝
を
立
つ
。
温
に
詔
し
、
諸
菖
亮
の
故
事
に
依
り
、
甲
杖
百
人
も
て
入
肢
せ
し
め
、
銭
五
千
寓

・

絹
二
寓
匹
・
布
十
寓
匹
を
賜
う
。
:
:
:
孝
武
即
位
す
る
に
及
び
、

-:
復
た
謝
安
を
遣
し
温
を
徴
し
て
入
輔
せ
し
め
、

前
部
〔
前
後
部
の

誤
り
?
〕
後
初
諌
鼓
吹
・
武
貰
六
十
人
を
加
う
。



「
前
後
羽
葎
鼓
吹
・
虎
責
六
十
人
」
の
組
み
合
わ
せ
が
、

『
萄
士
山
』
巻
五
・
諸
葛
亮
俸
・
装
松
之
注
に
引
く
『
諸
葛
亮
集
』
に
、

詔
し
て
亮
に
金
扶
誠
一
具
・
曲
蓋
一
・
前
後
羽
葎
鼓
吹
各
々
一
部
・
虎
貫
六
十
人
を
賜
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
建
輿
三
年
(
二
二
五
年
〉
、
南
中
(
現
在
の
雲
南
地
方
〉
に
出
征
す
る
萄
の
丞
相
諸
菖
亮
(
一
八
一
二
三
四
)
が
賜
っ
た
こ
と
に

(

幻

)

由
来
す
る
。
甲
佼
入
殿
の
記
録
は
依
け
る
が
、
出
師
の
挨
拶
の
た
め
参
内
し
た
と
き
の
こ
と
と
推
定
さ
れ
る
。

太
和
六
年
〈
三
七
一
年
)
の
鹿
立
か
ら
翌
年
の
孝
武
一
帝
聞
位
に
至
る
ま
で
、
東
耳
目
の
大
司
馬
桓
温
(
一
一
二
三
|
三
七
四
〉
が
受
け

(

匁

)

「
諸
葛
亮
の
故
事
」
と
呼
ば
れ
る
殊
瞳
で
あ
る
。
も
ち
ろ

と
あ
る
よ
う
に
、

た
「
甲
伎
百
人
入
殿
」
、

ん進
(
一
八
九
年
、
洛
陽
長
楽
宮
で
暗
殺
)
や
太
師
の
董
卓
(
一
九
二
年
、
長
安
未
央
殿
で
暗
殺
)

樺
貴
の
重
臣
が
「
甲
伎
」

H
H
武
装
兵
を
し
た
が
え
て
昇
殿
す
る
と
い
う
行
震
は
、
権
威
の
誇
示
は
も
ち
ろ
ん
、
後
漢
末
以
来
、
大
将
軍
の
何

な
ど
、
宰
相
が
宮
中
で
暗
殺
さ
れ
る
事
件
が
頻
設
し

て
い
た
こ
と
と
も
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
(
『
後
漢
書
』
列
俸
五
十
九
・
何
進
停
、
同
列
停
六
十
一
・
葦
卓
停
)
。

『
音
書
』
巻
四
十
・
楊
酸
俸
に
、
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后
[
H
H
楊
駿
の
女
〕
乃
ち
一
帝
一
に
奏
し
、
駿
を
以
て
輔
政
た
ら
し
め
ん
と
す
。
:
:
:
口
ず
か
ら
一
帝
の
旨
を
宜
し
、
遺
詔
を
作
ら
し
め
て
日
く
、

「
:
:
:
其
れ
駿
を
以
て
太
尉
・
太
子
太
停
・
侵
節
・
都
督
中
外
諸
軍
事
と
震
し
、
侍
中
・
録
向
書
・
領
前
(
軍
〉
将
軍
た
る
こ
と
放
の
如

し
。
参
軍
六
人
・
歩
兵
三
千
人
・
騎
千
人
を
置
き
、
前
の
衛
将
軍
挑
〔
H
楊
駿
の
弟
]
の
故
府
に
移
止
せ
よ
。
若
し
股
中
に
止
宿
し
、
宜

し
く
翼
衛
有
る
べ
く
ん
ば
、
其
れ
左
右
衛
の
三
部
司
馬
各
々
二
十
人
・
殿
中
都
尉
の
司
馬
十
人
を
差
し
て
駿
に
給
し
、
兵
伎
を
持
し
て
出

入
す
る
を
得
し
め
よ
」
と
。
:
:
:
是
よ
り
二
日
に
し
て
尉
ず
。
駿
遂
に
寄
託
の
重
に
嘗
り
、
太
極
殿
に
居
す
。
梓
宮
絡
に
積
せ
ん
と
す
る

や

六
宮
出
酔
附
す
る
も
、
市
れ
ど
も
駿
殿
を
下
ら
ず
、
武
責
百
人
を
以
て
自
衛
せ
り
。

禁
兵
五
十
人
を
賜
り
、

(

幻

)

れ
る
が
、
こ
れ
に
倍
す
る
百
人
を
太
極
股
に
入
れ
、
警
戒
に
あ
た
ら
せ
た
と
い
う
。
明
記
は
さ
れ
な
い
も
の
の
、

事
」
で
あ
り
、
こ
の
殊
曜
が
輔
政
の
宰
相
を
不
測
の
事
態
か
ら
守
る
と
い
う
性
格
も
併
せ
も
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。

表
4
は
「
諸
葺
亮
の
故
事
」

と
あ
る
よ
う
に
、

西
耳
目
武
一
帝
の
顧
命
を
受
け
た
楊
駿
(
?
二
九
二
は

武
装
さ
せ
た
ま
ま
入
殿
す
る
こ
と
を
許
さ

ま
さ
し
く
「
諸
葛
亮
の
故
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(
と
そ
の
ヴ
ァ
リ
エ

1
シ
=
ン
)
、

お
よ
び
虎
貫
班
創
六
十
人
の
事
例
で
あ
る
。

」
と
に
桓
玄
(
三
六
九
|
四
O
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表4 r諸葛亮の故事」および虎責班剣六十人の賜輿

間層 姓名 官 f立 内容 ・その他 備 考 出典巻数

226 J~ lOi 1主 丞相・録尚書事盆州牧 虎責六十人質銭前後初楳妓吹 濁後主の宰f目 鈎志5

318 司馬長 太保。録尚書事 西脇王 班IJ1J六十人黄銭羽孫鼓吹 音元帝の宰伺 音書 59

318 街組 司徒録尚書事 班創六十人 H 奇書 39

324 劉雅 太宰 甲伎百人入殿 mlJ1J六十人剣履上殿 出l組劉曜の宰相 音響 103

344 何充 験騎将軍録尚書事揚州刺史 甲位百人入殿 音穆帝の宰相 音書 77

366 司馬豆 丞相・録尚書事・曾稽王 班創六+人 調謀鼓吹剣履上殿 のち音問文帝 奇書 9

371 恒温 大司馬都督中外!6軍事録尚益事 甲伎百人入殿班自l六十人初謀鼓吹 音牢武帝の~H目 音書 98

375 謝安 後~If軍録尚書事揚州刺史 甲伎百人入殿 関 音省 79

375 笹川' 車騎将軍徐州事IJ史 甲伎五十人入殿 " 管事 74

397 司馬道子 太僧・申書監揚州牧ー曾稽王 甲位百人入殿黄鎚骨l履上殿 晋安帝の宰伺 規~96

399 司馬元顕 征虜将軍!中領軍・中審令 甲伎百人入殿 j胸 音省 64

402 桓玄 丞帽。都督中外諸軍事録尚書事 甲伎百人入殿班創二十人創履上殿 のち経の皇帝 音書 99

402 恒玄 太尉・平西将軍・橡州刺史 甲位二百人入殿班創六十人 音書 99

404 ~J 裕 鏑軍将軍・徐州刺史 甲伎百人入殿 のち宋武'市 宋Ifl

405 何無忌 右将軍漁州刺史 甲位五十人入殿 ;1.1世よ り背骨;~ ""' i!! 著書 85

412 諸葛長民 輔園将軍・監太尉留府事 甲伏五十人入殿 制耐ltHtT中の也lJt制守 音書 85

414 j!lJili憐 左終軍監太尉留府事 甲位五十人入殿 " ※劉裕弟 宋審 51

415 劉道憐 中軍将軍・監太尉留府事 甲伎百人入舷 " " 
416 j!lJ穆之 前絡事・尚書左僕射・太尉軍司 甲伎五十人入殿 " 宋富 42

417 徐羨之 建威将軍・尚畜僕射 甲伎二十人出入 " 宋寄り

477 蔵道成 鎮軍持軍中領軍南州刺史 甲伎五十人入殿班骨l三十人 宋明帝顧命の臣 南脅密 l

477 設祭 衛勝率・尚省令 甲伎五十人入殿班剣二十人 " " 
477 持淵 中軍将軍・中番監 申伎五十人入殿班創二十人 " 

見』

477 劉乗 撫軍将軍・中書令 甲伎五十人入殿 " " 
478 .道成 太尉録尚書事 甲位百人入殿 班骨l四十人 のち南湾高子育 南膏番 1

479 蔵道成 太僧・都督中外諸軍事・揚州牧 申位五百人出入殿省 班創四十人 " " 
493 篇子良 司徒・中審監揚州刺史寛陵玉 甲伎入延昌殿班剣二十人 膏武帝厳命の臣 南膏書 40

494 ‘1I 騒騎大将軍ー録尚書事・場州刺史 甲位百人入殿班自l三十人 のち南簿明帝 南史 5

494 陳願達 司空江州刺史 甲伎五十人入殿 膏武帝顧命の臣 南膏書 26

494 徐孝厨 前将軍・丹陽予 甲伎五十人入殿班創二十人 " 南脊審判

494 王~ l主将軍尚書令 甲伎五十人入駐班剣二十人 " 南膏蓄 42

494 首誕 中領軍 甲伎五十人入殿 H 南奇書 42

555 陳舗先 司空・車騎将軍都督中外諸軍事 甲位百人出入殿省 班剣二十人 のち陳武帝 陳書 1

566 徐度 中軍大将軍 甲位五十人出入殿省 陳文帝顧命の臣 陳寄 12

566 呉明徹 鏑前将軍・丹陽罪 甲位四十人出入殿省 " 陳沓 9

※創履上殿=讃奔不名 ・入朝不趨・剣履上殴。
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百
人
(
以
上
)
を
受
け
た
も
の
は
、
劉
裕
の
弟
劉
道
憐
(
宋
の
長
沙
王
、
三
六
七
四
二
二
〉
を
除
き
、
す
べ
て
一
一
帝
位
に
つ
い
た
。
記

録
の
な
い
梁
の
武
一
帝
粛
街
ハ
四
六
四
|
五
四
九
)
も
、
嘗
然
、
受
け
た
に
ち
が
い
な
い
。
五
十
人
以
下
の
事
例
も
、
輔
政
の
宰
相
・
重
臣
で
占
め

四
〉
以
後
、

ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、

桓
玄
以
前
に
甲
伎
百
人
入
殿
を
賜
っ
た
も
の
の
う
ち
、
虎
責
の
記
録
が
な
い
何
充
〈
二
九
一
丁
三
四
六
)
や
謝
安
全
三

。
|
三
八
五
〉
、
司
馬
道
子
(
三
六
四
|
四

O
二
〉
ら
に
は
虎
黄
六
十
人
、

ぎ
ゃ
く
に
虎
責
六
十
人
を
賜
っ
た
司
馬
羨
(
二
八
四
|
三
二
九
〉
、
萄
組

〈
二
五
八
一
二
二
二
)
に
は
甲
伎
百
人
入
殿
が
付
障
し
て
い
た
可
能
性
は
き
わ
め
て
高
い
。

周
知
の
よ
う
に
、
先
主
劉
備
の
顧
命
を
受
け
、
局
の
全
権
を
掌
握
し
た
諸
菖
亮
は
、
調
譲
革
命
を
お
こ
な
う
の
に
十
分
な
整
望
と
買
力
を
も

(
M
)
 

ち
な
が
ら
、
臣
節
を
全
う
し
た
。
貌
の
曹
操
以
来
、
輔
政
の
臣
が
い
と
も
簡
単
に
纂
奪
を
な
し
え
た
情
勢
下
、
希
有
な
事
例
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。
こ
れ
に
あ
や
か
る
「
諸
葺
亮
の
故
事
」
は
輔
政
の
臣
に
絶
大
な
信
任
を
付
興
す
る
、
殊
瞳
中
の
殊
櫨
で
あ
っ
た
。

(一一〉

「
王
弘
の
故
事
」
と
「
尉
元
の
故
事
」
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と
こ
ろ
が
、
桓
玄
を
打
倒
し
、

質
穫
を
掌
握
し
た
宋
の
武
一帝
劉
裕
三
一
五
六
|
四
二
二
〉
は
早
々
に
甲
伎
百
人
入
殿
の
殊
躍
を
受
け
な
が
ら
、

『
宋
書
』
巻
二
・
武

一一帝
紀
中
に
、

(
義
阻
む

七
年
〔
四
二
年
〕
正
月
己
未
、
:
:
:
改
め
て
大
将
軍
・
揚
州
牧
を
授
け
ら
れ
、
班
剣
二
十
人
を
給
さ
れ
、
本
官
は
悉
く
故
の
如

し
。
固
欝
す
。

:
:
:
二
月
、
:
:
:
天
子
叉
前
命
を
申
す
も
、

公
固
辞
す
O
i
-
-
-
(
八
年
〉
十
一
月
:
:
:
公
を
太
停

・
揚
州
牧
に
進
め
、
羽

葎
鼓
吹
・
班
剣
二
十
人
を
加
う
。
(
九
年
二
月
、
固
譲
〉
:
:
・
九
月
、
:
:
天
子
重
ね
て
前
命
を
申
し
、
公
に
太
停
・
揚
州
牧
を
授
け
、

羽
葎
鼓
吹
・
班
剣
二
十
人
を
加
う
。
賂
吏
百
徐
敦
く
勤
め
、
乃
ち
羽
謀
鼓
吹
・
班
創
を
受
け
、
徐
は
固
辞
す

0

・:
:
(
十
二
年
〉
破
邪
王

を
奉
じ
て
北
伐
す
。
:
:
:
(
五
月
)
叉
、

公
に
北
薙
州
刺
史
を
加
え

前
後
部
羽
諜
鼓
吹
〔
『
南
史
』
巻
一
・
宋
本
紀
に
よ
る
〕
、

班
剣
を
増

し
て
四
十
人
と
篤
す
e

727 

と
あ
る
よ
う
に
、
虎
責
班
剣
の
奔
受
に
消
極
的
だ

っ
た
ば
か
り
か
、

人
臣
と
し
て
の
保
有
も
四
十
人
に
と
ど
ま
っ
た
。

理
由
は
不
明
で
あ
る
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が
、
桓
玄
ら
の
専
制
を
許
し
た

「諸
恵
亮
の
故
事
」
を
、
自
ら
の
手
で
葬
り
去
ろ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

現
に
、

『
宋
書
』
巻
三
・
武
一
帝
紀
下

・
永
初
三
年
(
四
二
二
年
〉
五
月
の
僚
に
、

又
、
手
詔
を
信
用
り
て
日
く
、
「
朝
廷
須
く
復
た
別
の
府
あ
る
べ
か
ら
ず
。
宰
相
は
揚
州
(
刺
史
〉
を
帯
び
、
甲
土
千
人
を
置
く
べ

し
。
若

し
大
臣
の
中
、
任
要
に
し
て
、

宜
し
く
爪
牙
を
有
し
以
て
不
鮮
の
人
に
備
う
べ
き
者
あ
ら
ば
、
蓋
の
見
除
を
以
て
こ
れ
に
給
す
ベ
し
。
征

討
あ
ら
ば
悉
く
配
す
る
に
蓋
の
見
軍
隊
を
以
て
し
、
行
き
還
ら
ば
蓄
に
復
せ
。
後
世
、
若
し
幼
主
あ
ら
ば
、
朝
事
は
一
に
宰
相
に
委
ね
、

母
后
臨
朝
す
る
を
煩
わ
さ
ず
e

伎
は
既
に
蓋
の
殿
門
に
入
る
を
許
さ
ず
、
要
重
の
人
に
は
詳
ら
か
に
班
創
を
給
す
ベ
し
」
と
。

と
あ
る
よ
う
に
、
臨
終
の
劉
裕
は
詳
細
か
つ
具
憧
的
な
遺
詔
を
残
し
、
宰
相
や
大
臣
の
開
府

・
領
兵
、
母
后
臨
朝
と
と
も
に
、
甲
佼
入
殿
を
禁

止
し
た
。
こ
の
措
置
は
奏
功
し
た
も
の
と
み
ら
れ
、
宋
末
、
甲
佼
入
肢
の
み
復
活
す
る
も
の
の
、
虎
賞
六
十
人
を
と
も
な
う
、
完
全
な
形
で
の

「諸
恵
亮
の
故
事
」
は
二
度
と
現
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

以
後
、

「劉
裕
の
故
事
」
と
で
も
言
う
べ
き
四
十
人
が
新
た
な
境
界
線
と
な
り
、
こ
れ
を
受
け
た
も
の
は
、
表
5
に
見
え
る
よ
う
に
、
南
旗
門

お
よ
び
梁
の
帝
位

梁
の
武
一
帝
粛
街
、
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の
高
帝
粛
道
成
(
四
二
七
l
四
八
一一)
・
武
一帝
粛
蹟
(
四
四
O
i四
九
三
)
・
明
一
帝
粛
驚
(
四
五
二
|
四
九
八
)
、

を
奪
っ
た
侯
景
(
五
O
三
l
五
五
二
〉
の
ほ
か
、
皇
太
子
劉
酌
の
討
伐
に
功
績
の
あ
っ
た
宋
の
南
郡
王
劉
義
宣
(
武
-一
帝
の
子
、
四
一
五
|
四
五
四
)

と
、
宋
孝
武
一
帝
の
顧
命
を
受
け
た
江
夏
王
劉
義
恭
(
同
上
、
四
一
一
一
一
|
四
六
五
)
|
|
わ
ず
か
七
名
に
す
ぎ
な
い
。

た
だ
し
、
虎
貰
六
十
人
の
賜
興
は
功
臣
へ
の
追
贈
と
な
っ
て
残
さ
れ
る
。
そ
れ
が
、

『
南
湾
書
』
巻
二
十
三
・

諸
淵
俸
に
、

叉
詔
し
て
日
く
、

「
:
:
:
其
れ
公
に
太
宰
を
婚
り
、
侍
中
・
録
向
書
・
(
南
康
〉
公
た
る
こ
と
故
の
如
し
。

ぇ
、
班
創
を
増
し
て
六
十
人
と
魚
す
。
葬
、迭
の
雄
、
悉
く
宋
の
太
保
王
弘
の
故
事
に
依
る
。
誼
し
て
文
簡
と
日
う
」
と
。

と
あ
る
よ
う
に
、
南
斉
の
祐
淵
(
四
三
五
|
四
八
二
)
が
受
け
た
「
王
弘
の
故
事
」
と
呼
ば
れ
る
葬
躍
で
あ
る
。

節
を
給
し
、

羽
葎
鼓
吹
を
加

『
宋
書
』
巻
四
十
二
・
王
弘
俸

即
ち
太
保
・
中
書
監
を
贈
り
、
節
を
給
し
、
羽
諜
鼓
吹
を
加
え

班
剣
を
増
し
て
六
十
人
と
矯
す
。

侍
中

・
録
向
書

・
(
揚
州
〉
刺
史
た
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表5 東膏・南北朝時時代の虎責班剣賜奥(九錫・迫贈・六十人以上を除く〉①

時国 姓名 入量 爵位 官 駿 その他のj恩賜 備 ~ 出典巻数

323 王教 20武昌公 丞相江州牧 司耳謀厳吹創履上殿 元帝の叛臣 奇書 98

325 王導 20始興公 太保司徒 務課鼓吹 成帝の宰相 音書 65

370 恒 t且 20南郡公 大司馬・都督中外録尚書事鍋州牧 羽凍鼓吹 理署帝の宰相 音書 98

402 司馬元顕 20曾稽世子 思騎大将軍・尚書令・揚徐二州刺史 黄銭 安帝の宰相 音書 64

402 僅玄 20南郡公 丞相・都管中外録尚書事・揚州牧 甲伎百人入殿 ※楚の皇帝 音書 99

403 下範之 20臨汝公 後将軍 恒玄佐命の功臣 音書 99

403 王誼 20武昌公 太保 " 管事 65

403 H 20武悶侯 司徒録尚書事ー揚州i1!JJ史 安帝の宰相 " 
405 司馬遵 20武陵王 太保 安帝復辞のYJ臣 否書 64

413 劉裕 20漁章公 太尉・都管中外録尚書事揚州刺史 甲伏百人入殿 ※宋武帝 宋書 1

416 " 40 " " 前後羽孫鼓吹 " 

422 徐羨之 30漢祷伯 司空録尚書事揚州刺史 宋武帝顧命の臣 宋li43 

422 得亮 20建城公 尚書僕射中審令 " 宋書 43

422 謝晦 20武昌公 領軍持軍 " 宋番 44

422 檀道済 20永備公 護軍持軍・丹陽予 " 宋書 43

426 劉義康 301l!娘王 思騎将軍・荊州刺史 ※武帝子 宋書 68

426 王 弘 30建安公 司徒録尚書事録州事l史 文帝の宰相 宋審 42

435 劉護康 30重臣域王 司徒・録尚書事・揚州刺史 宋書 68

440 劉義恭 20江夏王 司徒録尚喜事・太子太侍 ※武帝子 宋書 61

453 劉鴻 20始興王 司徒・録尚書事 初諜鼓吹 ※文帝子 宋沓 99

453 劉義宣 40南郡王 丞相録尚書事揚州刺史 ※武帝子 宋書 68

453 劉義恭 20江夏王 太尉録尚書事 黄銭ー鼓吹 宋事 61

453 " 30 " 太偉大司馬 " 
453 Ii¥'IJ誕 20寛陵王 腰騎持軍荊州刺史 ※文帝子 宋寄 79

459 柳元景 20膏安公 e騎牌箪・尚書令・丹陽芦 孝武帝の功臣 宋醤 77

464 劉義恭 40江夏王 太宰・太尉・録尚書事 動j履上殿 宋嘗 61

464 劉楚玉 20曾稽公主 鼓吹 ※前腰帝姉 宋審 80

465 罫J持 20虚江王 太尉中審監 ※文帝子 宋番 79

465 劉休仁 20始安王 司徒尚書令 揚州刺史 三望車 ※文帝子 宋書 72

465 " 30 j阻

" " 
472 劉休範 30佳陽王 司空江州刺史 ※文帝子 宋醤 79

472 意祭 20興平子 衛持軍ー尚書令丹陽芦 鼓吹 明帝顧命の臣 宋..89

472 察興宗 20集安伯 征西終草荊州刺史 " 宋書 57

474 持淵 20宇都伯 中軍将軍・中審監護軍勝軍 厳吹 " 南膏書 23

476 i'lJ準 30安成王 思騎大将軍・揚州刺史 ※宋順帝 宋書 10

477 沈依之 30貞腸公 車騎大将軍荊州刺史 明帝顧命の臣 宋審 74

備考欄の※は帯主，および皇子(皇女〉。

-123一
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表5 ②

百聞 姓名 入量爵位 { 国 職 その他の恩賜 備 岩可， 出典巻数

477 蔵道成 30寛陵公 司空・聴騎大綿軍録尚書事 甲伏五十人入殿 ※南脊高帝 南膏蕃 l

478 " 40 " 太尉録尚喜事 甲伏百人入殿 " 
479 議臣賞 20間喜公 中軍大将軍・領軍将軍尚書僕射 ※南暫武帝 南脅醤3

479 " 40費公世子 初諜鼓吹 " 

480 粛媛 201~~王 B騎大将軍ー荊州刺史 ※高帝子 南費醤 22

482 持 i周 30南康公 録尚書事 高帝佐命の功臣 南膏書 23

482 11 11量 30橡輩王 太尉中醤監揚州刺史 南膏書 22I 

482 王倹 20南昌公 衛将軍ー尚書令 高帝佐命の功臣 南膏書 231

487 歳子良 20寛陵王 司徒・護軍特軍 鼓吹 ※武帝子 南膏茜 40

489 蔵昭業 20南郡王 鼓吹 ※南膏麿帝

493 繭子良 30寛陵王 太侍中審監揚州刺史 創履上殿 武帝顧命の臣 南膏書 40

493 繭鷺 20西昌侯 鎮軍将軍尚書令 ※南斉明帝 南脅審 6

494 " 30宣城公 聴騎大料軍・録尚書事揚州刺史 " 
494 " 40宣域王 太仰都督中外揚州牧 黄鍛・曲j履上殿 " 
494 徐孝嗣 20枝江侯 中軍大持軍・尚書左僕射 甲伎五十人入殿 武帝顧命の臣 南斉審判

494 王曇 20曲江侯 履騎大将軍・尚書令・太子太伸 甲伎五十人入殿 " 南膏密 42

499 蔵j畠光 20始安王 撫軍大将軍・中書令・揚州刺史 鼓吹 明帝顧命の臣 南脊書 45

499 着賞義 20巴陵王 征北大将軍・南徐州刺史 ※明帝子 南斉審 50

502 直面 術 40建安公 大司馬都管中外I録尚書事揚州刺史 黄銭 ※梁武帝 梁番 l

550 侯景 40河南王 大丞相。都督中外・録尚番事 前後羽孫鼓吹 ※i草の皇帝 集番 56

552 王僧僻 20永寧公 司徒尚番令・揚州刺史 元帝の功臣 梁番 45

554 陳覇先 20長城侯 司空白南徐州刺史 ※陳武帝 陳茜 1

557 " 30義興公 丞相・都督中外・録尚古事。揚州牧 甲伎百人入殿 " 

566 陳昌 20衡陽王 原騎大将軍ー湘州牧 鼓吹 ※武帝子 陳書 14

566 陳 u 30安成王 司徒都督中外・録尚書事 ※陳宣帝 陳書 5

587 陳伯山 10liF陽王 鏑術大将軍 ※文帝子 陳者 28

587 陳叔笑 10橡章王 摂騎大持軍"工州刺史 破吹 ※宣帝子 陳書 28

494 劉梨 20宋王 大将軍 宋の亡命王族 録者 59

520 元薙 40高陽王 丞相ー録尚書事・司州牧 ~l宰鼓吹 ※猷文帝子 認i!l'9

528 穆紹 40領丘王 司空.r品;!t令 孝荘帝の功臣 焼香 27

621 李世民 40泰 王 天策上料・侠東道大行台 前後鼓吹 ※唐太宗 笛庖書 2

621 李元吉 20膏王 司空 前後鼓吹 ※高祖子 哲唐番 64

※都督中外=都督中外諸軍事，剣履上殿=賛奔不名・入朝不趨・剣履上殿。
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る
こ
と
故
の
如
し
。
誼
し
て
文
昭
公
と
日
ぅ
。

と
あ
る
よ
う
に
、
宋
の
主
弘
(
三
七
九
|
旦
三
己
が

「節」

「
羽
葎
鼓
吹
」

「
班
創
六
十
人
」
を
追
贈
さ
れ
た
こ
と
に
因
む
。

」
の
ほ
か
、

も

「緒
淵
の
故
事
に
依
」

(

お

)

こ
れ
と
合
致
す
る
。
南
朝
で
は
諸
王
以
外
に
「
霊
光
の
故
事
」
が
用
い
ら
れ
た
事
例
は
な
い
(
宋
の
沈
慶
之
の
み
可
能
性
が
あ
る
)
。

っ
た
南
斉
の
王
俄
(
四
五
二
|
四
八
九
〉
や
梁
の
臨
川
王
粛
宏
(
武
一
帝
の
弟
、
四
七
三
|
五
一
一
六
〉
の
葬
儀

表
6
に
見
え
る
、

「
王
弘

の
故
事
」
は
、
事
質
上
、
異
姓
の
人
臣
が
受
け
る
最
高
の
葬
薩
だ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
北
貌
に
は
、

詔
し
て
寅
鉱
を
慢
し
、

『
親
書
』
巻
十
九
下

・
景
穆
十
二
王
下
・
安
定
王
元
休
俸
に
、

羽
諜
鼓
吹
・
虎
責
班
創
六
十
三
人
〔
四
十
人
の
譲
り
?
〕
を
加
え
る
こ
と
、
悉
く
三
老
尉
元
の
儀
に
準
ず
。
高
祖
親

ら
還
り
て
出
郊
し
、
働
突
し
て
返
る
。
諸
王
の
恩
種
比
す
る
も
の
莫
し
。

と
あ
る
よ
う
に
、

「
尉
元
の
故
事
」
と
呼
ぶ
べ
き
葬
穫
が
あ
っ
た
。
向
上
巻
五
十
・
尉
元
俸
に
、

葬
む
る
に
殊
曜
を
以
て
し
、
羽
諜
鼓
吹
・
恒
黄
銭
・
班
創
四
十
人
を
給
し
、
島

一
千
匹
を
賜
う
。

と
あ
る
よ
う
に
、
劃
南
朝
戦
の
名
勝
に
し
て
元
老
、
尉
元
(
四
一
一
一
一
|
四
九
三
)
の
葬
儀
に
因
み
、

「
責
鉱
」

「
羽
葎
鼓
吹
」

「
班
創
四
十
人
」
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の
賜
興
が
基
本
で
あ
る
。
表
6
に
見
え
る
よ
う
に
、
北
朝
に
お
け
る
重
臣
の
葬
躍
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
唐
初
ま
で
継
承
さ
れ
た
こ
と
が
窺
わ
れ

る。

(三〉

虎
責
班
剣
賜
興
の
終
駕

表
5
に
見
え
る
よ
う
に
、
虎
責
班
創
の
賜
興
は
宋
費
時
代
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
停
え
る
『
宋
書
』
・
『
南
賓
室
百
』
が
同
時
代
史
と
い

う
黙
を
差
し
引
い
て
も
、
雨
代
が
全
盛
期
で
あ
る
の
は
ま
ち
が
い
な
い
。
先
に
見
た
宋
武
一帝
の
遺
詔
に
よ
っ
て
、
支
給
基
準
が
明
確
に
さ
れ
た

(
お
〉

こ
と
と
も
関
わ
る
の
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、

臣
下
へ
の
生
前
賜
興
の
事
例
は
皆
無
と
な
り
、
よ
う
や
く
侯
景
の
凱
の
時
期
に
復
活
す

る
。
武
一
帝
の
在
位
期
聞
が
長
く
、
創
業
の
功
臣
が
早
々
に
死
に
絶
え
た
こ
と
、
輔
政
の
宰
相
が
置
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
主
な
理
由
で
あ
ろ
う

梁
代
、

731 
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表6 虎賞班剣の迫贈 (i:m光の故事」を除く〉

時間 姓名 人民 fiI 位 官職 内容およひその他の殊礼 t前 ，)6- 出典巻数

412 3111，草規 20 輩容公 司徒 ※宋武常弟 宋書 51

432 王弘 60 建安公 太保 自l物事tf紋吹 宋文帝のさ川目 宋昔、 42

458 劉 宏 20 建平王 司徒 ※文字i¥'子 宋ilin

462 ID'iJ}正孫 20 東日侯 司徒 『主tW実録』はrFJH国l三 |人」。孝武帝の:9JI2 宋者 78

465 柳元t:t30 巴東公 太r，j 司司傑鼓i吹 " 宋書 77

471 むH*材130 菅平王 司徒 三E型車 ※文m子 宋'i!tn

471 3llJ休若 30 巴陵王 司空 三望IjI ※文司7乎 宋{!!:n

482 干g IJ:~ 60 南康公 太宰 葬送之種悉依宋太保主弘故事 南青日7i1佐命の功臣 南芳書 23

487 王 1会 60 南昌公 太宰 葬稽依故太宰文筒公椅淵故事 " 南芳香 23

491 柳t!t隆 30 貞陽公 司空 li.!i'lX H 南斎番 24

494 m~ n革20 武殴王 司空 日"鳴[1 ※向*子 南警警 35

501 li孝岡 40 日生干公 太!j'ij ~~深VJi '次 明?百願命の臣 南史 15

501 1曲頴開 30 南盟侯 丞中目 前後部調孫鼓吹・-鈴鹿在議 平日常の功臣 南海苔 38

515 王茂 20 望書害公 太!M l庄l次 梁武帝佐命のJ;}J臣 自E番 9

522 百輸 悌 30 始興王 司徒 初事~鼓吹 ※武*弟 梁書 22

526 T柑宏 60 臨川王 大将軍 羽羽iHf主l次 " 梁書 22

526 百師 事王 20 ~r陽王 司徒 If 梁書 22

533 昔前 {品 40 南平主 太宰 ヨ司係自止吹 If 梁番 22

557 侯 n20 零陵公 大司馬 司~l草lÏJi'次 陳武帝佐命の.f)J臣 陳番 9

571 :Qi'n1l迷 20 郡陵公 大将軍 文帝の功臣 陳書 11

493 尉元 40 山陽公 司徒 葬以殊謹 羽様車止吹-J'i'dA 北線孝文帝の元老 貌番 50

494 元休 63つ 安定主 大司馬 悉準三老尉元之{義 ※景穆帝乎 貌番 19下

501 元~~ 40 旋陵王 司徒 m~鼓吹 ※献文帝子 雪量番 21上

518 元 同i ヲ つ 司空 理~j草liJi'次 ※n1l成常子孫 線香 15

524 住光 ?平恩侯 太1哩 依太保11~陽王故事 司~l'.li鼓吹 孝明帝の功臣 焼香 67

606 楊封540 越公 太早I 組車京車・前後初孫自主I次 平隙の功臣 F有害 48

616 字文述 40 日午 公 司徒 阻牧草前後JJH土政!火 錫帝の功臣 F古書 61

623 李氏 40 il'f.劫公主 前後~l'.ii il'Ji吹大ljiíH苦悩 ※唐高f且の女 首唐番 58

643 雪地 徴 40 鄭公 司空 司耳諜鼓吹 太宗の宰相 笛唐番 71

649 李鋭 40 街公 司徒 初f*ii~O); If 笛唐番 67

752 李林甫 ?否公 太尉 玄宗の宰相 首唐蓄 106

備考欄の※は帯室。
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が
、
陳
の
武
一
一
帝
陳
一
筋
先
(
五
O
一
一
一
ー
ー
五
五
九
)
も
、
受
輯
直
前
、
三
十
人
を
受
け
る
に
と
ど
ま
っ
た
(
仮
に
「
陳
宿
先
の
故
事
」
と
呼
ぶ
〉
。
長
期
的

に
見
れ
ば
、
恩
賜
の
虎
責
が
衰
退
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

虎
責
班
創
統
制
の
動
き
は
、
早
く
も
宋
中
期
に
頴
在
化
す
る
。
『
宋
書
』
巻
六
・
孝
武
一
帝
紀
・
大
明
元
年
(
四
五
七
年
)
一
一
一
月
壬
戊
の
僚
に
、

制
す
ら
く
、
大
臣
の
加
え
ら
れ
し
と
こ
ろ
の
班
剣
、
宮
城
門
に
入
る
を
得
ず
と
。

と
あ
る
よ
う
に
、
宋
孝
武
一
帝
(
在
位
四
五
四
|
四
六
四
〉
の
時
代
、

〈

幻

〉

わ
る
措
置
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
向
上
巻
十
八
・
躍
志
五
に
、

世
粗
侯
王
の
強
盛
な
る
を
嫌
い
、
減
制
を
加
え
ん
と
欲
す
。
其
の
年
〔
孝
建
二
年
H
四
五
五
年
〕
十
月
己
未
、
大
司
馬
江
夏
王
義
恭
・
腰
騎

大
将
軍
寛
陵
王
誕
、
表
し
て
諸
王
の
車
服
制
度
を
改
革
す
る
こ
と
、
九
て
九
僚
、
:
:
:
上
国
り
て
有
司
に
調
し
更
に
傑
目
を
増
贋
せ
し

「
・
・
:
諸
鎮
の
常
行
、
車
の
前
後
は
六
陵
を
過
ぐ
る
を
得
ず
。
白
直
・
爽
殺
は
其
の
限
り
に
在
ら
ず
。
万
は
銀
銅
も

つ
い
に
虎
責
班
剣
の
入
股
が
禁
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
存
在
意
義
に
闘

む
。
奏
し
て
日
く

て
飾
り
と
鴛
す
を
遁
ぐ
る
を
得
ず
。

:
:
:
L
と。
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と
あ
る
よ
う
に
、
皇
太
子
劉
勘
、
南
郡
王
劉
義
宣
の
反
劃
を
経
験
し
た
孝
武
一
帝
は
、
宰
相
・
諸
王
の
擢
力
削
減
策
を
露
骨
に
推
進
し
て
い
た
の

(
却
)

で
あ
る
。

上
に
「
六
陵
」
と
制
限
さ
れ
た
も
の
は
、

『
南
旗
門
書
』
各
三
十
五
・
高
祖
十
二
王
・
長
沙
王
粛
晃
俸
に
、

諸
王
の
京
師
に
在
る
も
の
、
唯
だ
捉
万
左
右
四
十
人
を
置
く
の
み
。

と
あ
る
よ
う
に
、
南
賓
の
諸
王
が
設
置
を
許
さ
れ
た
「
捉
万
」
の
類
を
指
す
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
規
制
の
劉
象
外
と
さ
れ
た
「
由
直
・
爽
毅
」

(

却

)

は
貫
質
的
な
親
衛
陵
と
思
わ
れ
る
が
、
向
上
巻
二
十
二
・
珠
章
王
粛
疑
俸
に
、

世
租
即
位
す
る
や
、
位
を
太
尉
に
進
め
ら
れ
、
兵
佐
を
置
き
、
侍
中
を
解
き
、
班
創
を
増
し
て
三
十
人
と
篤
す
〔
四
八
二
年
〕
。

て
自
ら
陳
し
て
日
く
、
「
臣
朝
に
還
り
て
よ
り
、
便
ち
儀
刀
を
省
き
、
捉
刀
左
右
十
徐
も
亦
た
省
く
。
唯
だ
郊
外
に
遠
行
す
る
に
、
或
い
は

入
殿
す
れ
ば
亦
た
服
身
を
省
く
。
今
牽
い
る
所
の
伎
は
、
二
侠
殺
・
二
白
直
、
共
に
七
八
十
人
な
り
。

:
:
:
L
と。

-・・啓し
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復
た
暫
く
有
る
も
、
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上
答
え
て
日
く

「
儀
万

・
捉
万
、

躍
に
省
く
、
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
侠
毅
・
由
直
、
乃
ち
共
に
百
四
五
十
人
た
る
べ
し
。
・
」
と
。

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
も
南
替
に
な
る
と
、
巌
重
に
統
制
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
な
お
、
儀
万
と
は
、

『
宋
史
』
儀
衛
志
六
に
、

御
万
、
互
日
宋
以
来
こ
れ
有
り
。
:
:
・
叉
、
儀
万
、
制
此
と
同
じ
、
悉
く
銀
を
以
て
飾
る
。
王
公
も
亦
た
こ
れ
を
給
せ
ら
れ
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
班
創
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
目
的
で
制
定
さ
れ
た
レ
プ
リ
カ
の
万
剣
を
指
し
、

捉
万
も
同
類
と
推
測
さ
れ
る
。
粛
疑
俸
の
い
う

「
儀
万
」
が
班
創
の
言
い
替
え
で
あ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、

恩
賜
の
虎
責
を
細
分
化
(
た
と
え
ば
、
班
剣
|
儀
刀

l
捉
万
と
い
う
序
列
化
)
し
つ
つ
、

そ
の
権
威
を
臣
下
の
手
か
ら
回
牧
し
よ
う
と
す
る
一
意
圃
が
窺
わ
れ
る
。

旗
門
梁
時
代
、
虎
貫
班
剣
の
賜
興
が
退
潮
傾
向
を
一
示
す
の
と
は
封
照
的
に
、

「
親
信
」
な
る
も
の
の
賜
興
が
目
立
ち
は
じ
め
る
。

『
南
賓
室
田
』

巻
四
十
二
・
王
国
安
停
に
、

(
永
明
)
十
年
〔
四
九
二
年
〕
、

ロ
巴
は
千
戸
。

改
め
て
散
騎
常
侍
・
金
紫
光
融
大
夫
を
授
け
ら
れ
、
親
信
二
十
人
を
給
さ
れ
、

向
室
田
令
に
轄
じ
、
後
賂
軍
を
加
え
ら
れ
、
侍
中
・
中
正
た
る
こ
と
故
の
如
し
。
曲
江
蘇
侯

甲

伎

五

十

人

も

て

入

殴

す

。

腰

騎

大

持

軍

に

準

競
(
南
徐
州
)
中
正
た
る
こ
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と
放
の
如
し
。
:
:
:
延
輿
元
年
〔
四
九
四
年
〕

に
封
ぜ
ら
れ
、

鼓
吹
一
部
を
給
さ
れ
、

-
:
:
建
武
元
年
〔
四
九
四
年
〕
、

し
、
班
剣
二
十
人
を
給
さ
れ
、
侍
中

・
令

・
中
正
た
る
こ
と
故
の
如
し
。

西
E

日
末
頃
か
ら
記
録
に
現
れ
る
。
被
賜
興
者
は
、
少
数
の
例
外
を
除
き
、
光
稔
動
所
属
の
左
右
光
旅
大
夫
以

下
|
|
の
ち
の
文
散
官
に
つ
な
が
る
官
職
を
本
官
と
し
て
い
る
も
の
に
限
ら
れ
る
。
向
上
巻
十
六
・
百
官
志
・
光
帳
動
の
僚
に
、

と
あ
る
よ
う
に
、
虎
黄
班
創
と
は
別
の
基
準
で
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

ら
れ
、
表
7
に
示
し
た
よ
う
に
、

「
恩
信
」

「
親
待
」

「
衛
史
」
な
ど
も
同
類
と
見

諸
大
夫
の
官
、
皆
な
奮
歯
老
年
な
る
も
の
を
虚
し
、
重
き
者
に
は
親
信
二
十
人
を
加
う
。

と
あ
る
よ
う
に
、
諸
大
夫
を
授
け
ら
れ
た
元
老
に
賜
興
さ
れ
る
儀
伎
兵
が
、
親
信
な
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
東
E

日
以
前
の
虎
黄
が
措
っ
て
い

た
機
能
の
う
ち
、
引
退
す
る
大
臣
へ
の
思
給
と
い
う
側
面
が
分
離
し
、
親
信
へ
と
継
承
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

い
っ
ぽ
う
、
北
説
に
お
け
る
班
剣
賜
興
の
事
例
は
ご
く
僅
か
で
あ
る
が
、
前
節
で
指
摘
し
た
「
霊
光
の
故
事
」
と
同
様
、
孝
文
一
帝
の
時
代
に
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親信(恩信 ・衡史 ・親待など〉の賜輿

時園 姓名 At 官 爵 備 考 出典巻数

291 王戎 50 光線大夫・中書令 「恩信」と表記. 音書 43

元車中 司馬越 50 東海王 輔園賂軍・尚書右僕射 /1 菅書 59

333 陸玩 30 侍中・司空・尚書令 巻 77本伝→「羽林四十人J.音書 78

333 孔愉 20 尚書左僕射・東海王師 /1 

429 王敬弘 20侍中・特進・左光磁大夫 宋書 66

453 顔延之 30金紫光磁大夫・湘東王師 宋書 73

455 沈慶之 50 始興公 「術史』と表記. 宋書 77

465 111遵考 30侍中・特進・右光線大夫崇憲太僕 「親待j と表記. 宋書 51

465 謝荘 20散続常侍・金柴光誠大夫・中審令・尋陽王師 宋書 85

472 張永 20侍中・右光線大夫・安成王師 宋書 53

479 玉 u20侍中 ・特進・右光線大夫・弘訓太僕・武陵王師 南斉書 32

485 張緒 20散騎常侍・金紫光線大夫南郡王師 南署寄書 33

492 王曇 20散騎常侍・金紫光線大夫・南徐州大中正 南膏書 42

492 沈文季 20散騎常侍・金繁光旅大夫 南斉書 44

493 張 E裏20散騎常侍・金紫光線大夫 南穿書 24

494 /1 20給事中・金紫光誠大夫 " 
502 夏侯詳 20侍中・右光議大夫 梁書 10

507 /1 20侍中・右光線大夫 H 

506 柳 小異 20散騎常侍・金紫光藤大夫 梁書 12

王E中王イ分20散騎常侍・金紫光旅大夫・南徐州大中正 量産書 21

普通中 /1 40散騎常侍・右光蔵大夫 " 
510 百主 的 20金紫光総大夫 援番 26

514 粛偉 40南平王 金紫光線大夫 梁書 22

515 孫謙 20光蔵大夫 梁書 53

515 元薙 20高陽王 侍中 ・太保・太尉 貌書 21上

525 徐勉 20中街将軍・中審令 梁書 25

531 /1 40侍中・特進・中衛終箪・右光線大夫 /1 

527 設昂 30中衛将軍・中書監・園子祭酒 梁書 31

533 /1 80侍中・特進・司空・左光磁大夫 /1 

528 11 I~ 20特進・金紫光磁大夫 梁書 26

537 謝穆 20右光誠大夫 梁書 37

566 王沖 10特進・左光線大夫・丹陽芦 陳書 17

表7

現
れ
て
お
り
、
太
和
の
官
制
改

(

m
山
〉

草
と
の
関
連
が
窺
わ
れ
る
。

『
説
書
』
巻
二
十
一

上
・

献
文

六
王

・
高
陽
王
元
薙
俸
に
、

粛
宗
政
を
賢
る
や
、
使
持

節

・
司
州
牧

・
侍
中

・
太

師

・
録
尚
書
に
除
せ
ら
れ

し
こ
と
故
の
如
し
O

i
---

濯
に
詔
し
車
に
乗
り
て
大

-129ー

司
馬
門
よ
り
出
入
せ
し

め
、
位
を
丞
相
に
進
め
、

羽
藻
鼓
吹
を
給
し
、
班
剣

を
倍
加
す
〔
同
上
各
九
・
粛

宗
紀
・

正
光
元
年
九
月
戊
戊

の
僚
で
は

「
四
十
人」
〕
。

と
あ
る
よ
う
に
、
輔
政
の
宰
相

へ
の
殊
櫨
と
い

う
基
本
俊
件

は
、
南
朝
の
場
合
と
か
わ
ら
な

レ
。
だ
が
、
虎
責
班
剣
の
北
朝
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に
お
け
る
歴
史
は
短
く
、
北
貌
の
分
裂
以
降
、
追
婚
を
除
け
ば
、

に
、
恩
賜
と
し
て
の
虎
責
班
創
は
ほ
ぼ
そ
の
使
命
を
終
え
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

管
見
の
限
り
、

生
前
賜
興
の
事
例
は
皆
無
で
あ
る
。
惰
唐
の
統
一
と
と
も

お

わ

り

Uこ

本
論
で
述
べ
た
こ
と
は
、

表
8
の
通
り
で
あ
る
。
漢
六
朝
期
、
虎
責
の
保
有
数
は
い
く
つ
か
の
境
界
線
を
形
成
し
て
い
た
。
百
人
が
天
子
と

人
臣
を
隔
つ
境
界
線
上
に
位
置
し
、
こ
れ
を
大
き
く
越
え
る
九
錫
の
三
百
人
は
、
保
有
者
が
す
で
に
「
非
人
臣
」
た
る
こ
と
を
示
す
。
説
菅
以

降
、
百
人
は
園
葬
の
殊
櫨
|
|
「
霊
光
の
故
事
」
に
封
印
さ
れ
、
事
責
上
、

代
期
を
へ
て
、
「
王
弘
の
故
事
」
|
|葬
曜
に
限
定
さ
れ
、

「
諸
藩
亮
の
故
事
」
の
六
十
人
が
上
限
と
な
る
。

こ
れ
も
菅
宋
交

生
前
賜
興
の
最
大
値
は
四
十
人
、

南
朝
末
に
は
三
十
人
に
ま
で
下
る
。
い
っ
ぽ

ぅ
、
北
朝
で
は
北
説
孝
文
一帝一期、

お
そ
ら
く
南
朝
の
制
度
に
な
ら
っ
て
採
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、

ま
も
な
く

「
尉
元
の
故
事
」

な

-130ー

ど
の
葬
櫨
に
還
元
さ
れ
、
唐
初
ま
で
存
績
す
る
。

興
味
深
い
の
は
、
虎
責
の
保
有
数
が
天
子
を
頂
黙
に
序
列
化

・
韓
系
化
さ
れ
て
い
た
事
寅
で
あ
る
。
天
子
と
臣
下
が
儀
躍
を
共
有
す
る
こ
と

は
、
何
を
意
味
す
る
の
か
。
雨
者
の
垣
根
が
意
外
に
も
低
く
、
様
々
な
儀
躍
を
介
し
、
連
績
性
な
い
し
整
方
向
性
を
有
し
て
い
た
こ
と
、
言
い

か
え
る
な
ら
ば
、
皇
一
帝
権
力
が
未
だ
絶
劃
的
な
地
位
を
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
表
れ
な
の
で
は
な
い
か
。

と
こ
ろ
で
、
虎
責
班
創
の
生
前
賜
興
の
最
後
は
、

『
蓄
唐
書
』
巻
二
・
太
宗
紀
上
・
武
徳
四
年
(
六
一
一
一
)
の
僚
に
、

高
租
古
よ
り
の
奮
官
殊
功
に
稿
ざ
る
を
以
て
、
乃
ち
別
に
徽
披
を
表
し
、
用
て
動
徳
を
斑
わ
さ
ん
と
す
。
十
月
、
天
策
上
持
・
快
東
道
大

行
蓋
を
加
競
し
、
位
は
王
公
の
上
に
在
り
。
口
巴
二
高
戸
を
増
し
、
前
と
逼
じ
て
三
高
戸
。
金
轄
一
乗
・
衰
完
の
服

・
玉
壁
一
隻
・
黄
金
六

千
斤
・
前
後
部
鼓
吹
及
び
九
部
の
楽

・
班
創
四
十
人
を
賜
る。

と
あ
り
、
向
上
巻
六
十
四
・

高
祖
二
十
二
子
・

集
王
李
元
吉
停
に
、

世
充
卒
ぐ
や
、
司
空
を
奔
し
、
徐
官
は
故
の
如
し
。
衰
晃
の
服

・
前
後
部
鼓
吹
繁
二
部
・
班
創
二
十
人

・
黄
金
二
千
斤
を
加
賜
さ
る
。
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表8と
あ
る
よ
う
に
、
貨
建
徳
と
王
世
充
を
卒
定
し
た
秦
王
李
世
民
(
唐
の
太
宗
、
五
九
九
|
六
四
九
〉
、
お
よ
び
湾
王
李
元
士
口
(六

O
一一一|六
二
六
)
だ

っ
た
。
皇
太
子
李
建
成
(
五
八
九
|
六
二
八
〉
も
こ
れ
と
同
じ
程
度
の
班
創
を
保
有
し
て
い
た
だ
ろ
う
。

天
策
上
勝
に
進
め
ら
れ
た
李
世
民
は
「
天
策
府
を
聞
き
、
官
腐
を
置
」

く

(『資
治
通
鑑
』
巻
百
八
十
九
・
唐
紀
五
・

高
祖
武
徳
四
年
十
月
の
僚〉。

737 
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こ
こ
で
十
分
に
論
じ
る
徐
裕
は
な
い
が
、
天
策
上
絡
は
漢
六
朝
的
な
宰
相
職
の
究
極
相
、
天
策
府
〈
プ
ラ
ス
秦
王
府
〉
は
最
後
の
幕
府
U
読
府
、

(

況

〉

し
た
が
っ
て
、
李
世
民
は
、
前
漢
の
塞
光
以
来
、
断
績
的
に
置
か
れ
て
き
た
「
輔
政
」
の
宰
相
の
最
後
の
任
官
者
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と

す
れ
ば
、
恩
賜
の
虎
責
班
剣
の
歴
史
は
中
園
に
輔
政
と
い
う
政
治
形
態
が
存
在
し
た
期
間
と
一
致
し
て
い
る
。

恩
賜
の
虎
責
班
剣
が
も
っ
究
極
的
な
合
意
は
軍
事
権
の
委
任
に
ほ
か
な
ら
ず
、
園
政
を
掌
握
し
た
輔
政
の
宰
相
を
差
別
化
す
る
た
め
の
殊
置

だ
っ
た
と
み
て
ま
ち
が
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
宋
武
帝
や
孝
武
一
帝
の
統
制
策
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
皇
帝
権
力
は
賜
興
の
漸
減
を
園
り
つ

(

鉛

〉

つ
、
権
威
の
回
牧

・
一
元
化
に
つ
と
め
た
の
で
は
な
い
か
。
な
お
言
え
ば
、

「
霊
光
の
故
事
」
な
ど
、
種
々
の
殊
櫨
そ
の

も
の
が
本
質
的
に
、
輔
政
の
宰
相
を
主
た
る
被
賜
興
者
と
し
て
想
定
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
こ
と
の
も
つ
意
味
は
何
か
。
残
さ
れ

た
課
題
で
あ
る
。

註
(

1

)

皇
-
帝
祭
杷
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
金
子
修
一
氏
の
諸
研
究
が
あ
り
、

「
皇
帝
祭
杷
の
展
開
」
(
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
(
新
版
〉

第
九
各
|

中
華
の
分
裂
と
再
生
』
岩
波
書
庖
、
一
九
九
九
年
〉
に
は
そ
の
概
容
が

示
さ
れ
て
い
る
。
朝
廷
儀
趨
に
つ
い
て
は
、
渡
返
信

一
郎
『
天
空
の
玉

座

|
|
中
園
古
代
帯
閣
の
朝
政
と
儀
雄
||
』
(
柏
書
房
、

一
九
九
六

年
〉
な
ど
が
あ
り
、
輿
服
に
つ
い
て
は
、
小
林
聴
「
六
朝
時
代
の
印
綬

冠
服
規
定
に
闘
す
る
基
礎
的
考
察
|
|
『
宋
幸
一
回
』
麗
志
に
み
え
る
規
定

を
中
心
と
し
て
|
|
」
(
『
史
淵
』
第
百
三
十
輯
、
一
九
九
三
年
〉
な

ど
の
諸
研
究
が
あ
る
。

(

2

)

宋
の
徐
天
麟
『
西
淡
舎
要
』
巻
四
十
二

・
職
官
十
二
、
同
『
東
漢
曾

要
』
巻
二
十
五

・
職
官
七
は
「
恩
賜
」
の
項
目
を
も
う
け
、
特
殊
な

恩
賜
の
事
例
を
列
車
中
し
た
う
え
、
そ
の
他
を
「
常
賜
」
と
し
て
一
括
す

「粛
何
の
故
事
」
、

る
。
ま
た
、
清
の
朱
銘
盤
『
南
朝
宋
舎
要
』
、
『
南
朝
斉
曾
要
』
、
『
南

朝
梁
舎
要
』
、
『
南
朝
陳
曾
要
』
も
「
恩
賜
」
の
項
目
を
設
け
る
が
、

常
賜
の
匡
分
は
な
く
、
蛍
一
該
時
期
の
思
賜
を
羅
列
す
る
に
と
ど
ま
る
。

(

3

)

た
と
え
ば
、
清
木
場
東
『
帯
賜
の
機
、造

|
|
唐
代
財
政
史
研
究
支

出
編
』
(
中
図
書
広
、
一
九
九
七
年
)
は
、
唐
代
の
財
政
支
出
に
占
め

る
「
帯
賜
」
の
比
重
を
高
く
許
債
す
る
。

(
4
〉
尾
形
勇
『
中
園
古
代
の
「
家
」
と
園
家
』
(
岩
波
書
庖
、
一
九
七
九

年
〉
第
二
章
「
自
稽
形
式
よ
り
見
た
る
君
臣
関
係
」
第
二
節
「
『
臣
某
』

形
式
の
制
度
的
位
置
」
は
、
「
殊
種
」
を
「
臣
下
の
一

部
の
者
に
射
し

て
、
特
別
の
躍
儀
を
以
て
こ
れ
を
厚
遇
す
る
こ
と
」
と
規
定
し
、
岡
安

勇
「
中
園
古
代
に
お
け
る
『
客
種
』
の
躍
遇
形
式
|
|
旬
奴
呼
韓
邪
草

子
へ
の
薩
遇
を
手
掛
り
と
し
て
|
|
」
(
『
東
方
皐
』
第
七
十
四
輯
、

-132-
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一
九
八
七
年
〉
も
こ
れ
を
支
持
す
る
。

(

5

)

不
匡
の
抽
峰
、
お
よ
び

「粛
何
故
事
」
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
尾
形
前

掲
書
・
第
二
一
章
第
二
節
を
参
照
。

(

6

)

震
光
の
葬
儀
、
な
ら
び
に
前
漢
時
代
の
陵
墓
・
副
葬
品
に
つ
い
て

は
、
劉
慶
柱

・
李
統
芳
著
、
来
村
多
加
史
謬
『
前
漢
皇
帯
陵
の
研
究
』

(
畢
生
社
、
一
九
九
一
年
〉
第
一
部
第
五
章
「
武
帯
茂
陵
」
、
第
二
部

第
二
章
「
前
漢
皇
-
帝一
陵
の
形
態
」
を
参
照
。

(
7
〉
窪
光
の
輔
政
に
つ
い
て
は
、
西
嶋
定
生
『
中
園
古
代
園
家
と
東
ア
ジ

ア
世
界
』
(
東
京
大
皐
出
版
舎
、
一
九
八
三
年
)
第
一
篇
第
七
章
「
武

帝
の
死
|

|
『
堕
織
論
』
の
政
治
史
的
背
景
|

l
」
、
お
よ
び
富
田
健

之
「
大
司
馬
大
賂
寧
霊
光
」
(
『
新
潟
大
皐
数
奇
皐
部
紀
要
(
人
文

・

社
曾
科
翠
編
)
』
第
三
十
五
谷
第
二
鋭
、
一
九
九
四
年
〉
、
同
「
前
漢
中

期
の
政
治
構
造
と
『
窪
氏
政
権
』
」
(
『
新
潟
史
摩
』
第
三
十
五
鋭
、
一

九
九
五
年
)
な
ど
を
参
照
。

(

8

)

漢
代
、
故
事
が
法
的
根
援
を
輿
え
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
那
義

回
『
事
情
漢
史
論
稿
』
(
東
大
園
書
公
司
、
一
九
八
七
年
、
蓬
北
〉
甲
部

九

「従
『
如
故
事
』
和
『
便
宜
従
事
』
看
漢
代
行
政
中
的
経
常
輿
権

獲
」
を
参
照
。

(

9

)

漢
中
央
軍
に
つ
い
て
は
、
演
口
重
園
『
秦
漢
惰
唐
史
の
研
究
』
(
東

大
出
版
舎
、
一
九
六
六
年
)
上
谷
・
第
一
部
第
五
章
「
前
漢
の
南
北
軍

に
就
い
て
」
、
第
六
章

「
雨
漢
の
中
央
諸
軍
に
就
い
て

」
を
参
照
。

(
叩
〉
『
後
漢
書
』
本
紀
二・

明
-
帝
紀
・
永
卒
二
年
九
月
の
僚
に
よ
れ
ば
、

柿
王
劉
輔
・
楚
王
劉
英
・
済
南
王
劉
康
・
准
陽
王
劉
延
(
以
上
、
光
武

需
の
子
〉
、
お
よ
び
東
海
王
劉
政
(
光
武
脅
の
長
子
劉
彊
の
子
〉
の
入

朝
が
確
認
で
き
る
。

〈
日
〉
な
お
、
官
騎
の
語
源
一に
つ
い
て
、
前
掲
『
後
漢
書
』
中
山
王
劉
鷲

俸
・
李
賢
注
の
引
く
『
漢
官
儀
』
は

「脇
騎
、

王
家
は
官
騎
と
名
づ

く
」

|
|
諸
王
家
所
属
の
騎
兵
と
す
る
が
、
将
軍

・
太
尉
へ
の
支
給
を

考
え
れ
ば
、
選
っ
た
解
穫
も
可
能
と
な
る
。
後
漢
時
代
、
「
(
中
〉
黄

門
従
官
」
と
い
う
官
職

・
兵
士
が
散
見
す
る
(
『
後
漢
書
』
列
停
五
十

六
・
陳
蕃
停
、
『
貌
志
』
巻

一・

武
帯
紀
注
引
『
績
漢
書
』
な
ど
〉
。

中
黄
門
は
官
官
丘
一
で
あ
る
か
ら
、
「
従
官
」
は
、
文
字
ど
お
り
、
「
官
」

|

|
天
子
に
雇
従
す
る
こ
と
を
指
す
の
だ
ろ
う
。
虎
責
官
騎
が

「虎
責

従
官
騎
」
の
略
語
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
「
天
子
を
護
衛
す
る
禁
兵
」
と

い
う
ほ
ど
の
意
味
が
想
定
さ
れ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
、
推
測
に
と
ど
め

た
い
。

(
ロ
〉
徐
遡
は
東
菅
孝
武
一
帝
の
皐
術
顧
問
と
し
て
重
用
さ
れ
、
散
騎
常
侍
、

太
子
前
衛
率
な
ど
を
歴
任
し
、
皇
太
子
(
の
ち
の
安
帯
〉
の
教
育
係
も

っ
と
め
た
令
官
書
』
巻
九
十

一・

儒
林
即
時
)
。

(
日
)
班
創
に
つ
い
て
は
、
周

一
良
『
貌
菅
南
北
朝
史
札
記
』
(
中
華
書

局、

一
九
八
五
年
、
北
京
〉
「
『
南
史
』
乱
記
」
、
お
よ
び
小
林
聴
「
貌

菅
南
北
朝
時
代
の
帯
創
・
雄
官
筆
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
|

|
梁
の
武

喬
一
に
よ
る
着
用
規
定
の
改
第
を
中
心
に
|

|
(
『
埼
玉
大
皐
紀
要
数
育

皐
部
(
人
文
・
祉
曾
科
皐
E
)
第
四
十
六
巻
第
一
説
、
一
九
九
七
年
〉

も
参
照
。

〈
日
比
)
六
朝
時
代
に
お
け
る
侍
衛
組
織
の
淵
源
と
獲
遜
に
つ
い
て
は
、
菊
池

英
夫

「
六
朝
軍
帥
の
親
軍
に
つ
い
て
の

一
考
察
」

(
『
東
洋
史
研
究
』

第
十
八
巻
第

一
一抗、

一
九
五
九
年
)
を
参
照
。

(
お
)
調
岬
譲
革
命
の
概
容
に
つ
い
て
は
、
宮
川
倫
志
『
六
朝
史
研
究
|
|
政

治
・
祉
曾
篇
』
(
日
本
島
中
術
振
興
舎
、

一
九
五
六
年
)
第
二
章
「
栂
譲
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に
よ
る
王
朝
革
命
の
研
究
」
を
参
照
。

(
日
)
な
お
、
陳
漢
卒
『
西
周
朋
命
制
度
研
究
』
(
皐
林
出
版
社
、
一
九
八

六
年
、
上
海
〉
第
五
章

「
加
命
賜
物
及
輿
服
制
度
」
に
よ
れ
ば
、
「
三

百
人
」
と
い
う
人
数
は
、
諸
侯
封
建
の
際
に
贈
輿
さ
れ
る
氏
族
集
園
の

基
本
単
位
だ
っ
た
と
い
う
。

(
ロ
〉
『
後
漢
書
』
列
停
五
十
一
・

黄
抽
出
俸
に
、

元
嘉
元
年
〔
一
五

一
年〕
、
:
:
:
特
進
胡
庚
・
太
常
羊
湾
・
司
殺
絞

尉
祝
情

・
太
中
大
夫
透
韻
ら
、
成
く
辞
典
の
勅
徳
を
稽
し
、
其
の
制

度

・
賓
賞
、
以
て
宜
し
く
周
公
に
比
し
、
こ
れ
に
山
川

・
土
田

・

附
庸
を
錫
う
べ
し
と
す
。
理
濁
り
建
議
し
て
日
く
、

「
:
:
:
実
部

局
に
比
し
、
四
回
肺
を
合
食
し
、
賞
賜
の
差
、
霊
光
に
同
じ
う
す
べ

し、

・・

:
」
と
。
朝
廷
こ
れ
に
従
う
。

と
あ
る
よ
う
に
、
息
の
か
か
っ
た
公
卿
に

「
周
公
に
比
」
し
た
殊
礎
リ

九
錫
の
授
輿
を
建
議
さ
せ
る
が
、
司
空
賞
隔
世
の
反
封
に
よ
り
、
新
何
・

震
光

・
郡
百
円
に
比
し
た
殊
種
(
列
俸
二
十
四

・
梁
実
停
〉
に
と
ど
め
ら

れ
た
と
い
う
。

(
四
)
な
お
、
首
換
の
侍
衡
は

「
虎
士
」
と
相
僻
さ
れ
た
(
『
後
漢
書
』
列
停

七
十
四
・
列
女
・
奈
文
姫
柿
師
、

『
貌
士
山
』
巻
十
八

・
許
袴
停
な
ど
〉
。

九
錫
奔
受
以
前
に
現
れ
る
こ
と
か
ら
、
記
録
に
は
な
い
が
、
献
一
帝
奉
戴

(
一
九
六
年
)
直
後
、
董
卓
や
亥
紹
と
同
等
の
、
虎
賞
を
含
む
殊
躍
を

受
け
た
可
能
性
が
あ
る
。

(
国
)
『
話
白
書
』
悠
二
十
三

・
繁
志
下
に
、

出
虫
尤
魁
魅
を
帥
い
て
賞
一
帝
と
一
路
鹿
に
戦
う
。
脅
乃
ち
始
め
て
命
じ

て
角
を
吹
か
し
め
龍
鳴
と
篤
し
以
て
こ
れ
を
禦
ぐ
。
:
:
:
乗
輿
以

て
武
祭
と
潟
す
。
後
漢
以
て
透
特
に
給
す
。
和
一
帝
の
時
、
蔦
人
の

将
軍
こ
れ
を
用
い
る
を
得
。

と
あ
る
よ
う
に
、
資
帝
の
故
事
に
ち
な
む
鼓
吹
は
、
も
ち
ろ
ん
天
子
の

軍
艦
で
あ
る
。

(
却
)
東
海
王
劉
彊
の
葬
儀
に
つ
い
て
は
、
大
庭
傍
『
秦
漢
法
制
史
の
研

究
』
(
創
文
社
、

一
九
八
二
年
)
第
四
篇
第
二
章
「
後
漢
の
賂
軍
と
絡

軍
飯
節
」
第
六
節
「
節
を
授
け
ら
れ
る
官
職
ー
ー
そ
の
二
」
も
参
照
。

な
お
、
東
海
王
と
清
河
王
は
慶
太
子
、
か
つ
清
河
王
は
安
-
一
帝
の
質
父
で

も
あ
っ
た
。
ま
た
、

壊
騎
将
軍
を
口
押
し
て
兄
の
明
帝
一
を
補
佐
し
た
東
卒

王
は
、
後
漢
代
、
唯
一
政
権
に
参
蓋
し
た
諸
王
で
あ
る
。

(
幻
)
桓
温
の
専
制
||
駿
立
か
ら
筒
文
帯
の
遺
詔
を
め
く
る
政
局
の
動
き

に
つ
い
て
は
、
田
徐
慶
『
東
菅
門
閥
政
治
』
(
北
京
大
皐
出
版
社
、

一

九
八
九
年
、
北
京
)
所
枚
「
桓
温
的
先
世
和
桓
温
北
伐
問
題
」
を
参

照。

(
詑
)
曲
蓋
は
、
『
太
卒
御
覧
』
巻
七
百
二

・
服
用
部
四
・
蓋
の
僚
引
く
雀

豹
『
古
今
註
』
に
、

曲
蓋
、
太
公
の
作
り
し
所
た
り
。
武
王
約
を
伐
つ
や
、
大
風
蓋
を

折
る
。
太
公
折
叢
の
形
に
因
み
て
曲
義
を
制
す
。
防
相
園
常
に
以
て

将
軍
に
賜
り
、
漢
朝
よ
り
乗
輿
こ
れ
を
用
う
。

と
あ
る
よ
う
に
、
武
王
の
故
事
、
も
し
く
は
太
公
撃
の
制
作
に
よ
る
も

の
と
俸
え
ら
れ
、
渓
以
降
、
使
用
は
天
子
に
限
ら
れ
た
。
た
だ
し
、

『E
白
書
』
巻
六
十
五

・
王
導
俸
に
、

い
ま
郡
に
臨
む
も
の
、
賢
愚
豪
賎
を
問
わ
ず
、
出
国
な
重
放
(
賂

軍
〉
を
加
え
ら
れ
、
純
ち
鼓
(
吹
・
曲
)
蓋
あ
る
こ
と
、
動
も
す

れ
ば
相
い
準
ら
る
。
時
に
得
ざ
る
者
あ
ら
ば
、
或
い
は
恥
辱
と
篤

す。
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と
あ
る
よ
う
に
、
南
青
交
代
期
、
鼓
吹
と
と
も
に
濫
愛
さ
れ
て
い
た
ら

し
い
。
「
諸
蕩
亮
の
故
事
」
に
曲
蓋
の
記
載
が
な
い
の
は
、
か
か
る
朕

況
を
反
映
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い。

(
お
)
楊
駿
の
輔
政
に
つ
い
て
は
、
福
原
防
省
郎
『
西
菅
の
武
帯
|
司
馬
炎
』

〈
白
帯
社
、
一
九
九
五
年
)
を
参
照
。

(
担
〉
諸
葛
亮
の
輔
政
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
諸
葛
亮
・
北
伐
軍
国
の
組
織

と
編
制
に
つ
い
て
|
萄
漢
に
お
け
る
軍
府
の
愛
展
形
態
|
|」

(『東

北
大
皐
東
洋
史
論
集
』
第
四
輯
、
一
九
九

O
年
)
を
参
照
。

(
お
〉
猪
淵
と
王
徐
に
つ
い
て
は
、
前
掲
宮
川
書

・
第
二
章
「
調
譲
に
よ
る

王
朝
革
命
の
研
究
」
第
七
節

「宋
の
順
一
帝
↓
南
斉
の
高
-
帝
(
草
畑
道
成
)

の
場
合
」
、
お
よ
び
安
田
二
郎
「
南
朝
貴
族
制
祉
曾
の
拙
皮
革
と
道
徳

・

倫
理
||
案
策

・
橋
淵
評
を
中
心
に
|
|
」

(
『
東
北
大
暴
文
拳
部
研

究
年
報
』
第
三
十
四
説
、
一
九
八
五
年
〉
、
狩
野
直
頑

「王
徐
俸
の
一

考
察
」
(
『
中
園
貴
族
制
批
舎
の
研
究
』
京
都
大
皐
人
文
科
皐
研
究
所
、

一
九
八
七
年
所
枚
)
な
ど
を
参
照
。

(
部
〉
宋
武
帯
の
顧
命
を
う
け
た
司
空

・
録
筒
霊
園
事
・
揚
州
刺
史
の
徐
羨
之

(一三
ハ
四
|
四
一
二
ハ
〉
が
班
剣
三
十
人
、
中
書
令
の
停
亮
(
三
七
回
|

四
二
六
)
・
領
軍
将
軍
の
謝
晦
(
一二
九
0
1四
一
一六〉

・
鎮
北
勝
軍
の
檀

道
済
(
?
|
四
三
六
)
が
各
々
二
十
人
を
賜
っ
た
(表
5
を
参
照
)
の

は
、
遺
詔
が
遵
守
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。

(
幻
)
た
だ
し
、
『
宋
書
』
巻
九

・
後
暖
帯
紀

・
泰
議
元
年
(
四
七
二
年
〉

五
月
戊
辰
の
僚
に
、

班
剣
、
沓
に
依
り
入
殿
せ
し
む
。

と
あ
る
よ
う
に
、
明
帯
死
後
、
解
除
さ
れ
る
。
顧
命
を
受
け
た
案
策
ら

(表
5
を
参
照
〉
に
謝
す
る
優
遇
措
置
な
の
だ
ろ
う
。

(
却
)
安
田
二
郎

「
元
嘉
時
代
史
へ
の

一
つ
の
試
み
|
|
劉
義
康
と
劉
酌
の

事
件
を
手
が
か
り
に
1

1
」

〈
『
名
古
屋
大
皐
東
洋
史
研
究
報
告
』
第

二
鋭
、
一
九
七
三
年
)
、

越
智
重
明
『
貌
E
日
南
朝
の
人
と
祉
舎
』
(
研

文
出
版
、
一
九
八
五
年
)
第
四
章

「
宋
の
孝
武
一
帝
と
そ
の
時
代
」
な
ど

を
参
照
。

(
却
〉
「
白
直
」
に
つ
い
て
は
、
菊
池
前
掲
(

U

)

論
文
を
参
照
。
「
爽
殺
」

に
つ
い
て
は
、
『
資
治
通
鑑
』
巻
百
二
十
九
・

宋
記
十

一・

孝
武
帝
大

明
五
年
四
月
丙
午
の
篠
・
胡
三
省
注
に
、
「
宋
の
諸
王
に
爽
穀
除
あ

り
。
蓬
し
左
右
の
親
兵
な
ら
ん
。
出
れ
ば
則
ち
車
を
爽
み
衡
と
鋳
れ
ば

な
り

0

・
」
と
い
う
的
確
な
指
摘
が
あ
る
。

(

m

山
)
孝
文
帯
の
官
制
改
革
が
南
朝
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

宮
崎
市
定
『
九
品
官
人
法
の
研
究
|
|
科
奉
前
史
|
|
』
(
東
洋
史
研

究
舎
、
一
九
五
六
年
〉
第
五
章
第
三
節
「
孝
文
脅
の
新
官
制
」
を
参

照。

(
紅
)
李
世
民
の
権
力
基
盤
と
な
っ
た
秦
王
府
、
侠
東
道
大
行
菱
、
天
策
府

の
機
構
・
人
的
構
成
に
つ
い
て
は
、
布
目
潮
楓
『
惰
麿
史
研
究
』
(
同

朋
合
、
一
九
六
八
年
〉
下
篇
・
第
二
章
「
秦
王
世
民
」
を
参
照
。

(
鉛
)
『
新
唐
書
』
各
二
十
三
上
・

儀
街
士
山
上
・

大
駕
歯
簿
の
僚
に
、

次
い
で
左
右
衛
将
軍
二
人
、
左
右
に
分
ち
、
班
剣

・
儀
刀
を
領

す
。
各
々
一
人
従
う
。
次
い
で
班
創
・
儀
万
、
左
右
閥
各
々
十
二

行
。
第
一
一
は
左
右
衛
親
衛
各
々
五
十
三
人
、

:
:
:
第
四
は
左
右
衛

勅
街
各
々
五
十
九
人
、
各
々
金
銅
装
の
班
剣
、
繰
朱
綬
紛
な
る
を

執
る
。
第
五
は
左
右
衛
均
衡
各
々
六
十

一
人
、
:
:
:
第
八
は
左
右

緩
衝
各
々
六
十
七
人
、
各
々
金
銅
袋
の
儀
万
、
緑
綬
綬
紛
な
る
を

執
る
。
第
九
は
左
右
武
衡
均
衡
各
々
六
十
九
人
、

:
:
:
第
十
二
は
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左
右
金
吾
街
均
衡
各
々
七
十
五
人
、
各
々
銀
髪
の
儀
万
、
紫
黄
綬

紛
な
る
を
執
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
唐
代
、
天
子
の
歯
簿
を
護
衛
す
る
十
二
衡
の
兵
士
は

班
剣
・
儀
万
を
装
備
し
た
。
『
宋
史
』
巻
百
四
十
五
・
儀
衛
志
三
・
園

初
歯
簿
に
も

「
班
剣
儀
刀
除
」
が
見
え
る
。
唐
以
後
、
班
剣
が
皇
帝
の

専
有
物
と
な
っ
た
朕
況
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
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At this time the ｏ伍ce of Da-xing ling was renamed Da hong-lu, and the

title χing-ren reverted to the former Ｄａ-χing. Da hong-lu, meaning the

director of the Hong-Iu, is thought to have been ａ some sort of official

title, which　had　been　established　in　the　time　of　Jing di, under the

jurisdiction of the Dian-ke. Fifthly, thereafter the administration of the

Feudatory Princes became the central responsibility of the ofSce, and after

the ｏ伍ce of Supervisor of Dependent Countries had been incorporated into

the ｏ伍ｃｅin the first year of He-ping 河千in the reign of Cheng di 成

帚(B. C. 28), no further major changes were witnessed in the Da hong-lu.

Siχthly, because the ｏ伍ｃｅsin jurisdiction Dian-ke had come to be charged

with the Adjunct Marquises and Feudatory Princes due to their involvement

with the administration of credentials 印綬, also resulting in their being

involved in administering the statuses of both Han and subject peoples, the

ｏ伍ｃｅsthus came to administer elevation to nobility爵during the second

half of the Former Han. Seventhly, due to their involvement with the

bestowal and removal of credentials in addition to being charged with both

the administration of subject peoples, the ｏ伍ｃｅswithin the jurisdiction of

the Dian-ke can be characterized as having been deeply involved in the

fundamental rule of the Qin and Han states.

ＡCONSIDERATION OF THE HU-BEN ＢＡＮ･JIAN虎

　

貢班剣，ＴＨＥVARIEGATED SWORD OF SOLDIERS

　

BRAVE AS TIGERS：TALES OF ORIGINS AND

　

IMPERIALLY BESTOWED GIFTS AND SPECIAL

　

PRIVILEGES IN THE HAN AND SIX DYNASTIES

ISHII Hitoshi

　　

The term en-ci 恩賜refers to the various types of gifts or privileges

bestowed by the emperor on his subjects. Among these gifts and privileges

were special ones called shu-li 殊疆.　In this article l take up the case of

the Hu-ben ban-jian 虎責班飢ａ variegated sword of the soldiers brave as

tigers, which is representative of the special privileges bestowed in the Han

- ５－



and Six Dynasties periods, and then consider its historical significance.

　　

The term hu-ben 虎責, literally brave as ａ tiger, originally designated a

soldier in the emperor's service, but in the period of the Han and Six

Dynasties ornamental arms bestowed on subjects were given this appella-

tion. The ban-jian 班M was ａ wooden replica of ａ sword which had been

used at court since Jin 晋times.　The soldiers, hu-ben, decorated with the

ban-jian, were thus known as hu-ben ban-jian (abbreviated ban-jian).

　　

It is thought that the imperial bestowal of the Hu-ben ban-jian was ａ

special privilege granted to distinguish Grand Councilors 宰相who held the

honorary title Bulwark of Government 輔政（ｏｒ other ｏ伍cials of equally

exalted status) and that the numbers of possessors alloted on one constituted

various status boundaries. The number of the emperor's hu-ben, Warriors

Brave as Tigers, was conceived as ideally　numbering eight hundred.

Those alloted one hundred sword-bearers were situated on the boundary

between the emperor and his subjects, but the bestowal of the even larger

number of three hundred sword-bearers (one of the nine types of awards

九錫) indicated the recipient was no longer a subject. Thus, the number

bestowed was limited to one hundred for national funeral rites on the basis

of the “出ｅ tale of Huo　Guang　霞光”(General-in-chief Serving as

Commander-in-chief大司馬大前軍of the Former Han), following the Wei

and Jin periods, but, in reality, an upper limit of sword possessors who

might be bestowed on ａ subject was set at siχtyon the basis of the“the tale

of Zhu-ge Liang 諸葛亮”(Counselor-in-chief丞相of the state of Shu 蜀of

the Three Kingdoms).　However, following the period of the alternating

Jin and Song dynasties, this number was limited to those bestowed at

funerals on the basis of “the tale of Wang Hong 王弘”（tｈｅ Grand

Guardi皿of the Song 宋）.　The greatest number bestowed on ａ living

recipient was forty under Liu Yu 劉裕, Wu di of the Song, and this number

゛ａs further reduced to thirty in the late Southern Dynasties period. ０ｎ

the other hand, under the Northern Dynasties, χiao-wen di 孝文帚of the

Northern Wei 北魏, in what is thought to have probably been an adoption

of Southern practice, soon limited the practice to funeral rites on the basis

of “the Tale of Wei Yuan 尉元”（Ａｎ Elder三老of Northern Wei),
and

this practice ゛ａsｃｏ皿inued into the early Tang.　The practice of bestowing

hu-ben ban-jian on living recipients ceased with Tai zong's 太宗award
to
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Li Shi-min 李世民and his brothers, and posthumous awards also ceased

after the Zhen-guan 貞観ｅrａ｡

　　

The numbers of the hu-ben ban-jian bestowed within the hierarchy in

which the emperor stood at the apex indicates that the emperor's authority

in the Han and ＳｉχDynasties had yet to be established as absolute.

Therefore, the aim of imperial authority to gradually reduce the number of

bestowals on subjects can be understood as an effortto centralizeimperial

authority.

METHODS OF ANALYZING SONG POLITICAL RECORDS,

EMPLOYING OFFICIAL RECORDS OF ADMINISTRATIVE

　　　　　　　

AFFAIRS AND PRIVATE DIARIES

HiRATA Shigeki

　　

The study of the political history of the Song has progressed by

focusing on such privately edited chronicles as the representative χzzｚf･ｄ

tｏｎｇ-iianｚｈａｎｇ-bian績資治通鑑長編of Li Tao 李熹.Ｔｈｅｓe historical

chronicles were composed mainly by using official historical records such

as court diaries起居注, records of administrative affairs時政記, daily

calendars

　

日暦, veritable records 寅録, and national histories 國史, and

secondarily by using private 私史and ｕｎｏ伍cialhistories野史, epitaphs墓

誌and accounts of conduct 行状ｅtｃ･

　　

In this paper, l have attempted to reconstruct the original sources which

were used in the compilatory process of the privately compiled chronicles,

by means of using the authoritative sources and other original materials

mentioned in the annotations, and also to consider the character of the

compilatory process of political records in the Song and the close relations

between the ｏ伍cially compiled historical records and the political structure

of the Song. The results of these considerations are as follows.

　　

First, in the process of compiling officially edited historical records, a

daily calendar would be compiled on the basis of the court diary and

record of administrative affairs, then ａ veritable record would be compiled
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